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経済産業省
産業技術環境局

認証課長　片山　啓

本年10月１日より，新JISマーク制度が施行されます。JISマー

ク制度は，企業における工業標準化の促進や品質管理の向上を図

るとともに，製品を購入する方々に品質特性を客観的に伝達する

ことを目的とした制度として，昭和24年の工業標準化法制定以来，

50年以上にわたり広く活用されてきました。これまでのJISマー

ク制度では，事業者は，国（又は指定認証機関）から認定を受け

てJISマークを表示してきましたが，本年10月からは，国に登録

された民間認証機関の認証を得て，新しいデザインのJISマーク

を表示することとなります。また，新しいJISマーク制度では，

現在，約520品目に限定されているマーク表示対象製品の限定を

撤廃することにより，事業者が，市場のニーズに応じて，多様な

製品に表示できる制度となり，商取引のツールとして，あるいは

消費生活における判断材料としての幅が拡大します。

新しい制度がこれまでの制度と同等以上に広く活用されるもの

とするためには，何よりも制度の信頼性を確保していくことが不

可欠です。新制度では，登録認証機関が適正に認証を行い，その

後も認証維持審査により，認証した製品が継続的にJISに適合し

ていることを確認するなど，制度の信頼性を保つ上で極めて重要

な役割を担っています。国は，登録認証機関に対して，定期的に

立入検査を行うことにより，適正な認証の実施を確保するほか，

試買検査などの手段により，制度全体の信頼性の向上に努めます。

建材，土木分野では，これまでもJISマーク制度を取引の手段

として活用いただいている事例が多いのですが，今後もJISマー

クが製品の品質の信頼を付与する「しるし」として活用されるこ

とを期待するとともに，国としても制度の円滑な運営に万全を期

していきたいと考えております。



1．はじめに

17世紀初頭，草庵風茶室が発生すると書院造り

はその影響を受けて，茶室の意匠や手法を取り入

れて数寄屋風書院が完成する。そして書院造りは

数寄屋風書院に移るのであるが，桂離宮御殿のよ

うな傑作を生み出し，江戸時代は数寄屋風書院の

全盛となった。桂離宮御殿はその数寄屋風書院の

最も代表的な遺構である。また，その一連として

茶屋の代表とされる松琴亭
しょうきんてい

があり，石炉が室内に

あって冬の亭と別称される建物である。また，松

琴亭の待合となる御腰掛（一名外腰掛ともいう）

と四ッ腰掛（一名卍字亭ともいう）の２つの待合

腰掛がある。このほか，田園風景の眺められる所

から別称夏の亭と呼ばれる笑意軒
しょういけん

。『桂御別業記』

（宮内庁書陵部蔵）に月梅の御茶屋とも記され，

秋の亭と別称される月波楼
げっぱろう

。それに苑地の最も高

い中島の山上に建つ茶屋で，花を愛でる峠の茶屋

とも，また春の亭とも別称される賞花亭
しょうかてい

があって，

これらの茶屋などは，いずれも竹垂木
たけたるき

の軒を見せ

る瀟洒
しょうしゃ

で軽快な，そして宮廷建築の威厳さを保つ

建物である。これらの御殿や茶屋の建物が昭和・

平成の大修理として，江戸初期建立以来360余年

振りに修復された。

2．伝統木造建築は小修理の積み重ねが建

物の寿命を延ばす

木造建築は石造に比べて耐久性は低く，雨の多

い日本は湿気のため，腐朽や害虫による損傷を起

こしやすい。このため，傷んだ部材は取り替えな

どの修理が施される。旧材は活かして再用し，そ

のために必要な補修を加えながら耐久性を増大す

るように努める。このような小修理の積み重ねが

木造建築を維持してきた。また，屋根の葺き替え

が行われるときに各所の小修理も施される。その

屋根の葺き替えの繰り返しによって，ほぼ300年

周期に木造建築の全解体あるいは半解体の修復工

事が行われる。このため我が国最古の飛鳥時代に

建立された法隆寺の五重塔も今日まで維持されて

きている。

屋根の葺き替えが行われる葺き材の耐用年数を

記すと，本瓦葺きは50年から60年周期で全面葺き

替えが行われる。ただし，その途中に台風などの

災害などによる補修を必要とする。桟瓦葺
さんがわらぶ

きは30

年から40年の周期で全面葺き替えが行われる。こ

れも途中の繕いなどの補修が必要である。檜皮葺
ひ わ だ ぶ

きは40年から50年に，そして途中の補修も必要で

あり，柿葺
こけらぶ

きは25年から30年周期で全面葺き替え

が行われるが，桂離宮では20年程で葺き替えが行

われている。この柿葺きも途中の補修が必要であ

る。茅葺
かやぶ

きは15年から20年程の周期で全面葺き替

えが行われるが，これも途中での補修が必要で，

桂離宮では明治23年〈1890〉以降の工事録による

と約10年周期で茅葺きの葺き替えが行われてい

る。ちなみに銅板葺きは80年から100年周期に全

面葺き替えが行われるという。

これらの屋根の全面葺き替えのときに，地面に
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近い脚元
あしもと

や軒先，組物などの部分修理も行われる

ので，全面的な解体修理は，平成２年〈1990〉の

近畿２府４県の重要文化財建造物の解体，半解体

修理の統計では，住宅が58棟で平均249年周期に，

茶室が15棟で平均285年周期に，書院或いは客殿

が32棟で平均324年周期で全解体，あるいは半解

体修理が行われている。

これに対して桂離宮では，御殿の古書院が元和

元年〈1615〉の建立で，今回の修復の開始が昭和

51年〈1976〉であるから361年振りとなる。中書

院が寛永18年〈1641〉の増築で，今回の修復の開

始が古書院と同時の昭和51年〈1976〉で335年振

りの修復となる。新御殿は寛文２年〈1662〉の増

築で，今回の修復の開始が昭和54年〈1979〉であ

るから317年振りの修復となる。また茶屋の松琴

亭は，慶安２年〈1649〉頃の母屋に茶室を寛文２

年〈1662〉に増改築したのであり，今回の修復が

昭和62年〈1987〉に始まったので新御殿と同じ

317年振りの全面解体修復となる。笑意軒は

『隔●記
かくめいき

』の慶安２年〈1649〉５月晦日の条に

「方々御茶屋五ヶ所有之」と謳われる５箇所の茶

屋がこの頃すでに建てられている内の一つの茶屋

と見ると，笑意軒の今回の修復は平成元年〈1989〉

であるから，340年振りの全面解体修復となるの

である。このように，木造建築は小修理と全解体

或いは半解体修復工事を繰り返すことによって，

より長く保持されるのである。そしてまた，建物

は日常開け閉
た

てをして使用することによって部材

が保たれるのであって，それを怠ると老朽化を進

行させる。

3．桂離宮御殿と茶屋の昭和・平成大修復

の概要

桂離宮の御殿と茶屋などは，明治16年〈1883〉

宮内省（宮内庁の前身）が引き継いで管理するよ

うになってから，台所の模様替え，屋根の葺き替

建材試験情報７　’05 7

写真１　桂離宮

昭和大修復工事で竣工成った桂離宮御殿全景（東面），
右から古書院，中書院，小さな軒が楽器の間，新御殿。



え，床組の繕
つくろ

いなど幾度かの修繕が行われている。

まず，明治21年〈1888〉に御殿の付属棟である外

玄関と台所を解体して，現在見られるような臣下

控所（臣下休所と呼ばれていた）に模様替えが行

われた。明治26年〈1893〉には古書院の修理が行

われ，一部の柱が取り替えられたり，壁面に

内法貫
うちのりぬき

と筋違が新設された。明治27年〈1894〉に

楽器の間の大阪土上塗りの土壁が下地から塗り替

えられ，広縁の榑板
くれいた

も張り替えられた。中書院の

西側にある御湯殿，折曲り板間廊下，伝い廊下な

どの修繕もこのときに同時に行われている。次い

で明治29年〈1896〉に中書院の修理が行われ，床

組の修繕が主であった。明治32年〈1899〉には新

御殿の修理が行われた。床組の修繕が主であった。

茶屋などにおいては，笑意軒が明治29年〈1896〉

に柱の根継ぎ，一部取り替え，屋根の葺き替えな

どが行われた。月波楼もこの年に柱の根継ぎ或い

は取り替え，屋根の葺き替えなどの修理が行われ

ている。明治30年〈1897〉には松琴亭の修理が行

われ，柱の根継ぎ，床組の取り替え，屋根の葺き

替えなどの修理が行われている。

その後は，大正11年〈1922〉に中書院の床組修

繕。古書院の囲炉裏の間と御役席の床組の修

繕が行われ，一部の柱に根継ぎも施されてい

る。昭和９年〈1934〉の室戸台風の惨禍によ

り賞花亭が全壊，月波楼が半壊し，四ツ腰掛

が傾倒し，そのほかの建物は屋根や建具の一

部が破損した。賞花亭は翌年に新材を用いて

再興し，そのほかの建物は部分的修繕や屋根

の葺き替えなどが行われた。昭和12年〈1937〉

には笑意軒の経年の弛緩破損による床組の修

繕や一部柱の取り替え，屋根の葺き替えなど

の修理が行われた。

昭和48年〈1973〉から49年〈1974〉におい

て，御殿の柱の傾き調査，床の不陸調査，建

物の歪み調査，レントゲン透視撮影による壁

体及び軸部の構造調査，土壁の外見所見と一部こ

そげ落としによる調査，シロアリ・キクイムシな

どによる生物被害調査，障壁画の消耗破損調査な

どを行い，その結果建物の歴史的沿岸を尊重して，

旧規が判明しても現状の概観を変更しないことを

原則として，用材は極力旧材，特に江戸時代の材

は活かして再用し，これに必要な補修，裏面など

からの補強や合成樹脂の応用などを加えながら，

全体として耐久性を増大するように努めるという

方針のもとに，大規模は解体修理が行われること

になった。

御殿の工事は，昭和51年〈1976〉度を初年度と

して始まり，７月２日に起工式を行い，古書院，

中書院，楽器の間を前期工事として全解体し，精

密な調査，各部材の補修，土壁の大ばらし，樹脂

加工，障壁画の模写などを行い，十分な補強を加

えて組み立て，昭和54年〈1979〉に完成した。こ

れと前後して新御殿，旧役所，臣下控所を後期工

事として同年７月17日に着工式を行い，新御殿は

長押の取り付く主要な部屋の軸組を残した半解

体，臣下控所も軸組を残す半解体として前期工事

と同様の修理を行い，消火設備の改修，避雷設
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写真２　桂離宮古書院の修復

桂離宮古書院解体作業中，二の間から鑓の間を望む。小壁の
内法貫と筋違は明治26年〈1893〉修理時に新規に取り設けられた。



備・火災警報設備・侵入防止設備を改善して，昭

和57年〈1982〉３月27日に落成式を行った。

御殿の解体修復工事が完成した翌年度の昭和57

年〈1982〉と59年〈1984〉に，茶屋などの柱の傾

き調査，床の不陸調査，建物の歪み調査など建物

の老朽度調査，壁画のレントゲン透視撮影による

調査，シロアリ・キクイムシなどの生物被害調査，

使用木材及び竹などの種類調査，漆塗り及び金箔

貼りの調査，障壁画の調査，土壁のこそげ調査な

どを行った。その結果，園林堂は半解体修理，そ

の他の松琴亭，笑意軒，月波楼，賞花亭，御腰掛，

四ツ腰掛，御幸門の建物は全解体修理として昭和

60年〈1985〉８月26日に園林堂において起工式を

行い，松琴亭，笑意軒，月波楼及び園林堂の４棟

は２箇年度の工事，その他は単年度の工事として

解体修理が行われ，平成３年〈1991〉３月15日に

落成式が行われて桂離宮の昭和から平成にわたる

世紀の大修理が完成した。

4．京都の伝統技術の保存と伝承

戦後日本の建築はコンクリート造の西洋建築が

主流となり，木造から離れていき，プレハブが主

流となっている。近年は特に京都の市街地から町

家の木造建築が取り壊されてきた。桂離宮の木造

建築は昭和・平成の大修復工事では，用材は極力

旧材を活かして再用することとし，これに必要な

補修を加えながら全体として耐久性を増大するよ

うに努めてきた。そして，この修復工事に参加し

た京大工，左官，京表具師，屋根葺工（瓦葺き・

柿葺き・茅葺きなど），畳工，錺金具師など工匠

の伝統技術の結集でもあった。昔から京大工と奈

良大工は技術が勝れていたので，地方の大工やそ

の子弟は，京都や奈良に出て腕を磨いた。そのた

め，自然と京都や奈良の大工の系統が地方に普及

していった。また，京大工は宮大工と数寄屋大工

とあって，桂離宮では数寄屋大工が修復工事に参

加して施工した。

御殿の古い仕口・組手に，鴨居が柱に取り付く

仕口の変化がある。古書院は箱目違いの柄差
ほ ぞ さ

しで，

柱に両側から取り付くときは短柄
たんほぞ

を差し込むだけ

となり，先が壁となる所は柄の先を鼻栓で止める。

また内法貫と筋違いは明治修理時に新設された。

中書院は仕口を造らず上から柱に釘打ち止めと

し，内法貫が取り付く。新御殿は大入れの形で取

り付き，内法貫も取り付く。このような仕口や組

手の技法は，これからも保たなければならない。

御殿の壁は，赤い壁の大阪土切返し上塗り（室

内壁）と大阪土砂壁上塗り（外壁）がある。また，

白い壁の漆喰
しっくい

パラリ上塗りなどがある。大阪土壁

は，切返し及び砂壁の両仕上げとも水●
み ず ご

ね塗り仕

上げであり，パラリ壁は俵灰
たわらばい

の残渣
ざ ん さ

を用いて木ご

てで塗り仕上げる壁で，これらの施工は大変難し

く，これを塗り仕上げられる職人は希少価値的存

在となっている。京都には，まだこれらの施工に

十分対応できる職人が数多くいる。桂離宮の今回

の工事では左官職人の経歴調査を行った。それは，

第一に大阪土の水捏ね塗りと漆喰のパラリ塗りが

できること。次に社寺などの文化財建造物の左官

工事を手がけていること，なお現役であることを

条件として，最初９人の左官を選び，実績踏査を

行った末に５人に絞り，最終的には上位３人の左

官のうちから選んで施工に当たって欲しいという

条件をつけて実行されたのである。

御殿の屋根は柿葺き。松琴亭は母屋が茅葺き，

茶室が柿葺き，背面が桟瓦葺き（元は柿葺き）。

笑意軒は母屋が茅葺き，広庇
ひろびさし

が柿葺き。月波楼が

柿葺き。その他の茶屋や待合腰掛，門などが茅葺

きである。これらの屋根葺き職人は，古社寺など

重要文化財建造物の多い京都であるため，柿葺工，

茅葺工も経験豊かな職人が居り，このたびの修復

工事にも活躍している。このほか，畳や錺金具
かざりかなぐ

そ

の他の製作に携わる工匠も居られて活躍し，古建
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築の保存と伝統技術を伝承したのであった。

5．桂離宮は本物の材料使用に徹し，伝統

建築の技術と材料を後世に伝承する

桂離宮の御殿は，３度の造営によって今日見ら

れる姿になった。まず最初に，古書院が元和元年

〈1615〉に建立される。柱は小さな面の松の角柱

で，小壁は白漆喰のパラリ塗り。障壁と襖に五七

大桐紋様の唐紙を貼り付け，竿縁天井
さおぶちてんじょう

を用い，

筬欄間
おさらんま

が残るなど江戸時代初期の数寄屋風に移り

変わる最も素朴な代表的遺構の書院である。次い

で寛永18年〈1641〉に古書院の南西部に中書院が

増築された。柱は杉の面皮柱
めんかわばしら

（丸太を四角形の柱

にするとき四隅に丸みが残る柱）となり，小壁に

大阪土の色壁を用い，障壁と襖などに墨絵が描か

れ，木瓜形
もっこうがた

の瀟洒なデザインの欄間
ら ん ま

が嵌め込まれ

るなど，数寄屋風に移り変わる初期の完成を見る

書院の遺稿である。さらに寛文２年〈1662〉に楽

器の間を中書院の取り合いとして新御殿が増築さ

れた。柱は丸みの大きな杉の面皮柱，障壁と襖に
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写真４　月波楼外観・南面

中央の土間を囲み，その左側が繕組
所で長い水屋を置き，その上に横に長
い下地窓を設け，土間側に長炉を据え
ている。土間と一の間の境の化粧桁上
に大きな絵馬額が掲げられている。屋
根裏を化粧として四隅の柱から登梁で
屋根を支える弥次郎兵衛の原理を応用
して吹き抜けにした内部空間の構成が
素晴らしい。

写真３　笑意軒外観・北面

建物の右から勝手口の大阪土壁，半間
後退して次の間の竹連子窓，さらに半間
後退して口の間の開口部で笑意軒の出入
口となる。そこから一間後退して一の間
の下地窓，納戸の連子窓というように外
観の意匠効果が素晴しい農家風の茶屋で
ある。手前の坂下が舟着き場。



五三小桐紋様の唐紙を貼り付け，襖に文字

を捩った引手を用い，間仕切りに細木の崩

し組みの簡潔で瀟洒なデザインの欄間を嵌

め込み，一の間上段に俗に「桂棚」と呼ば

れる違棚と付書院を設けるなど，数寄屋風

書院の最も爛熟
らんじゅく

した遺構である。このよう

に，書院造りから数寄屋風書院造りに移り

変わる過程を一箇所で一度に見て知ること

のできる大変貴重な遺構でもある。この御

殿や茶屋などの修復工事が行われて，鴨居

が柱に取り付く仕口の変化。敷居が柱に取
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写真６　松琴亭外観・東北面

白川石橋を渡った正面の妻に後陽成天
皇の宸筆と伝える「松琴」の扁額が掲げ
られており，建物の風格を高めている。
石垣の左側，石橋袂の池中に大振りの石
３個，その左脇に小振りの石１個が据え
られている。遠州好みの「流れ手水

ちょうず

」と
言われる松琴亭茶室への蹲踞である。建
物左方の土庇の奥が茶室の躙口となる。

写真７　松琴亭の解体工事

桂離宮松琴亭の解体工事で江戸時代当初の土壁を大ばら
し作業と，一の間石炉脇の柱の取り除き作業中。

写真５　賞花亭外観・北西面

土間を囲んでコの字形に畳を敷き，中
央の一坪ほどの土間の一隅に竈を築き，
奥の壁を張り出して水屋棚を設け，矩折

かねおり

の壁の腰は蒲
がま

の茎を縦に詰め張りにし，
左方の蒲の腰張りの上には横長の，右方
の棚脇の袖壁には縦長の大きな下地窓を
設けた峠の茶屋の趣向をしている。



り付く待柄の仕口の形態。土壁の仕上げの仕様。

天井吊木に竹を用いるなど，さまざまな技法やそ

こに使用される材料などを知ることができた。そ

して，この度の修復工事で現在の新しい資材でな

く昔からの資材，つまり本物の材料を使用して修

理を行ったのである。

御殿や茶屋などに使われている木材の樹種調査

を行った。杉の面皮柱や板類の杉や欅
けやき

などは外見

所見ですぐ見分けられるが，木材が古くなると目

視所見では樹種の判別がしにくい。そこで，京都

大学木材研究所に依頼して顕微鏡による調査を行

った。まず樹種識別のため試料を採取する。その

試料は約１立方センチ程の木片が必要であり，化

粧部分から採取することは不可能であって，どう

しても見え隠れ部分から採取するので，解体をし

たときでないとそれができない。採取した木片は

京都大学木材研究所に運ばれて，顕微鏡観察用の

試料つまり横断面（木口面），柾目面，板目面の

３断面のプレパラートが作成され，その３種類の

試料を光学顕微鏡を用いて専門家が精細に観察し

て種別が判別された。

古書院の室内と御殿の外壁に塗られている白い

壁は，表面にぶつぶつの粒がある漆喰塗り壁で，

古くからパラリ壁と呼ばれる。このパラリ仕上げ

に用いる材料は，昔からの製法で自然消火法によ

って製造される俵灰の残渣，つまり俵灰を篩
ふる

って

使うときに残る固まりの篩いかすを用いるのであ

って，戦後は石灰の製造方法の機械化が進み，重

油焼成石灰炉に切り替わっている状態で，近年俵

灰は完全に姿を消していた。そこで，土佐の高知

市と南国市に俵灰の製造が可能であるか否かを調

査した。工場は南国市の稲生に９社ほどあって，

どこの工場も昔ながらの石灰焼成炉が１～２基残

っており，いつでも仕える状態であった。この炉

に従事する焼成工も各社２～３名は居ることがわ

かり，生産可能であることを確認した。そして，

江戸時代以降の焼成法を復活して製造された俵灰

を使用して，御殿のパラリ仕上げの壁は施工され

た。

中書院と新御殿及び茶屋などに塗られている赤

い壁は，江戸時代の大阪土切返し塗り仕上げであ

って，一部明治・大正時代の修理時の大阪土砂壁

仕上げのものもある。大阪土は，古くは大阪四天

王寺近辺で採掘されたのでこの名があって，これ

を塗った壁を大阪土壁と呼んでいる。京都では，

これに似た土が東山清水の麓から出たといわれて

いるが，現在は伏見区大亀谷の京錆土
きょうさびつち

がこれに代

わって採取されている。これが現在京錆土或いは

大阪土の名で呼ばれている赤褐色の上塗り土であ

る。近年の大阪土壁の塗り替えは，聚楽土に紅柄

などを加えて赤い色の壁に仕上げているが，色の

変化を恐れ，色を統一するために，京錆土の生産

が可能であるか否かを調査するために伏見区深草

大亀谷の地を実地踏査した。この踏査によって京

錆土の生産が可能であることが確認でき，今回の

修復工事に使用されたのである。

桂離宮の御殿と茶屋に用いられる唐紙の本紙

（印刷に使用する紙）は，福井県今立町越前五箇

の岩野平三郎氏の漉いた手漉きの越前奉書が用い

られたが，このときも事前に福井県今立町の和紙

製造調査を行ったのである。また，御殿各所の障

子紙は富山県五箇山産の手漉き和紙で，幾分黒っ

ぽい，つまり楮未晒
こうぞみさら

しの障子紙であり，自然に晒

すため，月日を経るにつれて白くなる純和紙であ

る。一般の障子紙は先に晒して白くしており，ま

たパルプを混入して厚くしている。このときも事

前に踏査を行った。

竹は，我が国では古来より淡竹が栽培面積は第

一位であったが，鎌倉時代頃から真竹に代わった。

この真竹も古く有史以前からあったという。そし

て建築に用いられる竹は，真竹（苦竹，雄竹，唐

竹ともいう），淡竹（呉竹，漢竹，水竹ともいう），
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孟宗竹（元文元年〈1736〉中国から輸入されたと

いう），女竹（雌竹，篠竹，忍竹，川竹ともいう）

などである。そして最良の竹は京都で産出する。

特に西賀茂から松尾，嵯峨，西山にかけての竹が

良く，昔は嵯峨の竹が世界一と言われた。しかし，

今は少なくなり，桂離宮の今回の修復では，京都

府下船井郡八木町の嵯峨に似た条件の山麓の竹を

採用した。

6．おわりに

桂離宮の御殿や茶屋などの伝統木造建築が幾星

霜を経た老朽化により，昭和51年〈1976〉４月か

ら57年〈1982〉３月までの６箇年かけて御殿を，

昭和60年〈1985〉７月から平成３年〈1991〉３月

までの６箇年で茶屋などの修復工事が行われた。

このような全面解体修理を含む今回程の大規模

で，かつ全面的な工事は創建以来初めてのことで

あり，宮内庁における古建築のこの種の修理は，

まさに昭和・平成の大事業であった。この修復工

事の特色として挙げられることは，合成樹脂の本

格的な使用。江戸時代当初の古壁を保存するため

に土壁の大ばらし工法を行って再用して遺したこ

と。鴨居が柱に取り付く仕口の変化，敷居が柱に

取り付く待柄
まちほぞ

の仕口の形態，その他いろいろな施

工技術の新発見などもあった。また，数寄屋大工，

柿葺工，茅葺工，左官，漆塗師，表具師，畳工な

どの伝統的な職人の技術が解明されて施工された

こと。排水施設が解明されて，厠は樋箱・蕣筥・
あさがおばこ

下須甕
げ す が め

などの形式も知ることができた。貼付け壁

や襖の桐紋様唐紙の調査を行い旧様式の紋様に復

元した。また，現在の新しい資材でなく昔からの

資材，つまり本物の材料を使用したこと。そして，

昔ながらの伝統技術で修復を繰り返しながら文化

遺産として維持し，後世に伝え残す努力をしたこ

とでもある。

簡素と質素を旨とした侘びと寂びの建築と言わ

れてきた御殿と茶屋は，御殿の古書院の東妻を飾

る切懸魚
きりげぎょ

に取り付く六葉が金箔押しの飾りであ

り，御役席の内法壁に漉
す

き返
かえ

しの藍染め紙を貼っ

ていたり，内法壁や間仕切りの襖が古書院は五七

大桐紋様，新御殿は五三小桐紋様の唐紙で貼られ

ているが，この桐紋様の唐紙は黄土地に雲母の印

刷がされており金色に輝くきらびやかである。ま

た，茶屋の松琴亭の白と藍の石畳模様の唐紙，藍

一色の紙貼りの襖，床脇の赤漆と呼ばれる一種の

春慶塗りの赤く塗られた扉が取り付く袋棚，小襖

などの襖縁も赤い塗りとなる。笑意軒の六つの丸

窓のある下の腰付障子の框桟も赤く塗られる一種

の春慶塗りである。また，中の間の窓下のビロー

ドの腰貼りは，両端を斜めに切ってその中を金箔

貼りとしたデザインであり，このような宮廷貴族

のみやびやかな趣のある華やかさは，今までに言

われ，見られてきた感覚とは異なるものである。
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佐藤　理（サトウオサム）

京都府文化財保護指導委員

〈元・宮内庁京都事務所専門官〉

□専門分野：古建築

□最近の研究テーマ：小堀遠州と遠州好み

プロフィール

















1．はじめに

建設副産物は，全産業廃棄物中の約20%を占め

ており，年間約8,500万ｔ排出され，そのうち約

1,280万ｔが最終処分されている。

建築統計年報から着工床面積の推移をみると

1960年代から急激に増加しており，わが国の建物

の平均更新周期（約30年）から考えると，今後，建

物解体に起因する建設副産物の増大が予測される。

しかし，最終処分場の残余容量は年々減少し，

環境省の調査によれば4.3年分（平成14年）と逼

迫しており，建設混合廃棄物の量から質への転換

をはじめとした環境負荷の低減と経済性を両立し

た解体システムの開発が必須である。

このような状況下において，前述の環境解体委

員会は，建設リサイクル法に資する解体・再資源

化技術の一元化システムの開発を目的として組織

されている。

なお，本報では，“環境解体委員会における研

究・開発の概要”並びに環境解体委員会による研

究・開発の一環として行った低環境負荷・再生建

設資材の開発のための“受入（安全）品質基準の

作成”について示す。

2．各開発課題の概要

環境解体システムでは，解体工事に先立つ土壌

環境調査・解体・中間処理・再資源化を一元管理

する設計・監理システムの構築を目指している。

また，実際に解体実験を行い，システムの運用

性・妥当性の向上を目指す（図２参照）。以下に，

各開発課題の概要を示す。

A-1：土壌環境調査

土壌環境調査では，土壌汚染対策防止法に基づ

く調査を行い，汚染が確認された際に汚染領域及

び汚染度の調査を行うための小型サンプリング機

の開発を行う。また，それに基づき，解体後の用

途及び汚染領域に応じた合理的な修復方法の選定

システムの構築を行う。

A-2：解体設計

解体設計では，適正な解体費用・処理費用を算

出するための基礎となる建設副産物見込み量を算
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技術レポート

低環境負荷・再生建設資材の開発に関する研究

－環境解体システムの構築について－

福田俊之＊1 菊池雅史＊2 青山謙一＊3 山口善弘＊4

＊１（財）建材試験センター　本部事務局標準部標準管理課　＊２明治大学理工学部建築学科　教授　＊３東亜道路工業株式会社　顧問
＊４東亜道路工業株式会社，明治大学理工学研究科建築学専攻博士後期課程

本報は，東亜道路工業グループ４社（東亜道路工業株式会社，株式会社IWD，株式会社利根

ボーリング1），クリスタルクレイ株式会社）並びに明治大学建築材料研究室2），都市建築デザイ

ン研究室が，2003年７月に組織した“環境解体（Eco Demolition）委員会”により行われた研究

開発を，環境負荷が少なく高品質な再生建設資材の開発の先進的取り組みとして紹介する。

なお，当該研究の一部は，平成16年度関東経済産業局・地域新規産業創造技術開発補助金

（エネルギー使用の合理化に資するもの）を受けて行われている。



出し，環境負荷の軽減を図るシステム及

び解体工事の監理システム，解体設計図

書の構築を行う。

B-1：中間処理

石膏ボード，塩化ビニルの再資源化を

目的とした高品質・高効率中間処理技術

の開発及び混合廃棄物減量化のための選

別機器の開発，収集・運搬時の環境負荷

のデータ収集を行う。

B-2：再資源化

建築用板ガラスの再生利用技術の開発

及び熱回収技術の開発，再生資材製造時

の環境負荷のデータ収集を行う。

C-1：安全・品質・会計基準

安全・品質・会計基準では，低環境負

荷・高付加価値付与型再生建設資材の開

発のために，環境解体システム全体を通

じて高品質・高効率化を図るべく中間処
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図１　環境解体システムの概要

表１　研究体制



理場並びに再資源化施設における受入品

質基準の調査を行う。また，本システム

全体をコスト評価するための環境会計基

準を作成する。

C-2：資産価値評価・再生システム

建築物の資産価値を評価し，経済的な

面から解体の最適時期を判断するシステ

ムと再生資材の利用を促進し，建設資材

が長期に渡り供用・維持段階に留まれる

システムを構築する。

3．受入品質基準に関する調査

3.1 調査目的

環境解体システムの中で，受入品質基準に関す

る調査は，解体―中間処理―再資源化，最終処分

という一連の流れをつなぐ役割を担うものである。

建設副産物の搬入先に要求される分別解体，中

間処理のレベルは，それぞれの施設で異なってお

り，それが周知されていない状況にある。

そのため，解体時に分別した副産物が，中間処

理施設で混合され最終処分（埋立）にまわされる

矛盾が生じているケースも見受けられる。今後，

そのようなケースを無くし，高効率・低環境負荷

となる分別解体，中間処理のレベルを設定してい

くことが必要といえる。

そこで，当該研究では，“建設副産物を再生原

料として受け入れている再資源化施設”に対し，

受入品質基準の調査を行い，各建設副産物に求め

られる中間処理のレベルを明らかにすることを目

的としている。

3.2 調査概要

（1）調査方法

調査方法は，郵送調査法を採用している。

（2）調査対象

調査対象は，建設副産物を受け入れ可能と考え

られる再資源化施設とし，建設用リサイクル資材

ハンドブック’99（（財）建設物価調査会発刊），

リサイクル資材，グリーン調達等をキーワードと

したウェブサイト検索，工業会の名簿等により

386件の抽出を行った。なお，抽出に際し，調査

対象を“建設発生木材を除く再資源化施設（269

件）”，“製紙会社（82件）”，木質系ボードメーカ

ー等を中心とした“製紙会社を除く建設発生木材

の再資源化施設（35件）”と分類している。

建設発生木材に関しては，その品質に応じて再

資源化用途が建設副産物リサイクル広報推進会議

において検討されており，これらを反映させる設

問設定を行ったためである。

（3）調査項目

調査項目は，各分類共通としており，①受入状

況（有無，種類，量），②受入品質基準の設定状

況，③受入品質基準の設定内容である。

3.3 調査結果

（1）回収数及び回収率

本調査における回答の回収数・回収率を表２に

示す。全体の有効発送数が364件，回収数104件で

あり，回収率は28.6%となっている。なお，製紙

会社の回収率は21.0%と低くなっているが，これ

は，製紙会社の中でも比較的規模の大きい施設で

なければ建設発生木材を受け入れられていないこ
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図２　システム構築のイメージ



とが要因の一つと考えられる。

（2）建設発生木材を除く再資源化施設の調査結果

本調査では，以下に示す建設副産物の受入施設

から回答を得ている。

・がれき類　　　　　　（Ru）

・廃プラスチック類　　（Pl）

・廃ガラス　　　　　　（Gl）

・紙・繊維くず　　　　（Pa）

・汚泥・スラグ類　　　（Sl）

・廃せっこうボード　　（Gy）

受入品質基準の設定状況に関しては，以下の選

択肢を設定し，各項目の設定の有無について調査

している。

ａ安全性の確保

ｂ異物混入・付着の上限

ｃ物性値の設定

ｄ大きさ・形状の指定

ｅ汚れ・劣化等の上限

ｆ発生箇所・部位等の指定

受入品質基準の設定状況を表３に示す。

廃せっこうボードを受け入れている再資源化施

設からの回答は1件しか得られなかったが，工業

会としての規準を得ることが出来ている。そのた

め，回答は1件であったが，汎用性の高いものと

いえる。

（3）製紙会社の調査結果

製紙会社に対しては，“紙用（新聞紙，印刷紙

等）チップ”，“板紙用（ダンボール紙等）チップ”，

“燃料用チップ”について，受入品質基準の調査

を行った。

建設発生木材の利用状況に関しては，紙用チッ

プ12%，板紙用チップ18%，燃料用18%という結果

を得た。紙用チップの受入品質基準に関しては，

板紙用チップ，燃料用チップと比較して，大き

さ・形状，汚れ・腐朽，異物混入等について詳細

に定められていた。

（4）建設発生木材再資源化施設の調査結果

製紙会社を除く建設発生木材再資源化施設に対

しては，“再生原料用チップ”“燃料用チップ”に

ついて，受入品質基準の調査を行った。

建設発生木材の利用状況に関しては，再生原料

用82%，原料用18%という結果を得た。なお，建設

発生木材を再生原料用として利用していない施設

では，主に間伐材等が原料として利用されていた。

受入品質基準の設定状況（率）に関しては，ａ安

全性の確保（78.6%），ｂ異物混入・付着の上限

（85.7%），ｃ物性値の規定（57.1%），ｄ大きさ・形

状の指定（78.6%），ｅ汚れ・劣化等の上限（71.5%），

ｆ発生箇所・部位等の指定（42.9%）となっている。

4.4 高効率・低環境負荷型中間処理レベル

受入品質基準の設定内容について調査した結果

を基に，再資源化施設における受入品質基準（中

間処理レベル）を整理した結果を表４に示す。な

お，基準レベルは，回答数によってⅠ（厳しい）
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表２　本郵送調査の発送数及び回収数，回収率

表３　受入品質基準の設定状況



～Ⅲ（ゆるやか）の段階に設定している。

今後は，本調査で得られた再資源化施設の受入

品質基準を満たすための中間処理技術の開発並び

に分別解体レベルについて検討を行う。

4．おわりに

従来，再生資材は，一般資材と比較して品質・

性能が劣り，かつコストも割高という印象が持た

れてきた。そのような状況下において，本システ

ムは，解体から再資源化までを一元管理し，“資

源循環”，“環境負荷（CO2）”，“コスト”の３軸

に効果のある解体システムとして提案を行ってい

る。本システムにより，再生建設資材の製造につ

いて高効率化が図られ，環境負荷並びにコストの

低減についても大いに期待することが可能であ

る。また，一連の工程において高効率化が図られ

ることで，品質・性能の確保も容易となる。

本システムは，現在も開発が続けられており，

2006年度に完成を目指している。システムの完成

後は，東亜道路工業グループにより，ホームペー

ジ等で公開される予定であり，本システムの基本

概念が社会に広まることで“持続的発展が可能な

経済社会の構築”に大いに貢献することが可能と

考えられる。
1）社名は昨年時のもの。現，（株）東亜利根ボーリング
2）菊池雅史教授，小山明男講師（現，助教授），筆者の平
成9～16年度までの所属先
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建築環境工学の分野でコンピューター利用の曙

ともいえる時期にたまたま若い研究者の一人であ

った者として，その頃の様子を想い出してみよう

と思う。

□早稲田大学の理工学部にコンピューターが導入

されたのは1960年代の中ごろであった。LGP30と

いう名の機種で，そのプログラミングの講習会が

あった。今では考えられないようなまどろっこし

いもので，時間の浪費も甚だしい方法だった。例

えば，今の電卓の演算のように，メモリーMがあ

って，BRING A TO Mという命令を書くと，A

という数値がMに入る。これにBを加えるときに

は，ADD B TO Mという命令を書けば，それは

Mの中にA+Bが蓄えられる，といった具合。こう

いう命令を１行づつ書いた用紙を計算機室に持っ

ていくと，何日かしてその答えを受け取るという

仕組みになっていた。

その次の段階としては，書いたプログラムを自

分で紙テープに窄孔して，それを計算機室へ持っ

ていく。紙テープには１列に４つの孔があけられ

るようになっていて，孔があいたところは１，あ

いてないところは０を意味し，その組み合わせで

数字が表されるというもの。つまり２進法で，

0000は０，0001は１，0010は２という意味になる。

これは現代のICチップでも原理は同じ。ところが

その紙テープは破れ易く，破れたら駄目で，始め

から打ち直しとなる。勿論一つでも間違えば変な

答えが返ってくる。

そのうち，FORTORAN というプログラム言

語が現れて，１行の命令で沢山のことが処理でき

るようになった。また紙テープに代わって1枚の

カードに1つの命令が窄孔できることになり，も

し間違えばそのカードだけ打ち直せばいい，とい

う風に進歩した。カードには一つの文字あるいは

数字に対して，８個の孔があくか，あかないかの

組み合わせで１対１の対応ができる。これはすご

く便利なものとして，かなり長い間使用されるこ

とになる。オルガンの半分ぐらいの大きさの窄孔

機はいつも満杯で，よく徹夜になるし，機械もと

きどき機嫌が悪くなったりする。

□コンピューターの方も大型計算機と称して，毎

年のように新型の機種が登場し，誰もが新しいの

に飛びつくようになる。当初はIBMが隆盛を極め

ていたが，次第に国産の大型計算機が生産されて，

実用化の目途が次第についてきた。私大でも当時

最先端であった東大の大型計算機センターを利用

できることになり，窄孔は自分で行って，パンチ

したカードを箱ごと抱えて東大へ持っていけば，

3日後にはプリントアウトした結果が出ている。

それを受け取りに行くついでに次のカードの箱を

持っていく，というのが日常行事のようになって

しまった。

いいことばかりではない。せっかく楽しみにし
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ていたのに，何の結果もでていなかったり，とん

でもない結果がでていたりする。その原因は勿論

自分にある。ピリオド一つ打ち忘れたために，変

な結果になったこともあった。そういう時はもう

愕然としてしまう。なにしろ時間がもったいない。

図面を描いたり消したりしている方がましだ，と

思うこともよくあった。

□計算の内容は，空調熱負荷から始まった。手計

算の方法をそのままコンピューターのプログラム

に置き換えることがその第一歩だった。重構造壁

体の非定常熱伝導の計算などは，コンピューター

向きだった。差分法という加減乗除だけの計算に

置き換える方法はだれでも簡単にできた。一方理

論式としては，前田敏男先生，長谷川房雄先生，

藤井正一先生などの先駆者による重み関数法が大

勢を占め，これを日本の建築伝熱学者は皆懸命に

学んでいた。これらは主に部屋に熱を与えて室温

変動を求める方向で理解されていたように思う。

しかし，空調負荷となると，室温の方を与えてそ

れを実現するために必要な熱量を求めるのが目的

となるので，インプットとアウトプットが逆にな

る。単位応答法や周期定常法もあったが，直接コ

ンピューターに乗せるには工夫が必要だった。

1967年にカナダ国立研究所（NRC）のスティ

ヴンソンとミタラスが提案したレスポンスファク

ター法は画期的なものとして注目を集めた。それ

は正に重み関数の理論式をそのままコンピュータ

ーによる数値計算に乗せる工夫であった。彼らの

論文はアメリカの暖房空調冷凍学会（ASHRAE）

に提出されたが，発表する前に著者から私に原稿

を送ってくれていたので，質問を書いてASHRAE

に届けておいた。その論文の末尾には質疑応答が

掲載されているが，私の質問と彼らの回答が第1

番目にあった。

そのときはもう私はスティヴンソン博士のもと

で研究するためにポスドクとしてカナダ政府の奨

学金を頂くことになっていた。ところがちょうど

その頃学生運動が火花を散らし始めていたため

に，留学を断念しかけたが，１年延期してもらっ

て，1967年から２年間をオタワで過ごすことにな

る。時に35歳。

NRCではスティヴンソン博士と机を並べてい

た。当時ASHRAEでは「暖冷房のための年間エネ

ルギーに関する研究委員会」があって，スティヴ
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スケッチ：カナダの国会議事堂，オタワ川の対岸からその背面を望む（1961年，筆者画）



ンソン博士もその委員だった。それまでは，

ASHRAEでも空調負荷計算といえば，設計用の最

大負荷を求めることに終始していた。ところが，

多くの施主から設計時に年間エネルギーを知りた

いという要求が出てきたのと，ちょうどコンピュ

ーターがその計算に利用できそうだということに

なって，この委員会が緊急に設立されたという。

そしてその計算法としてレスポンスファクター法

が採用された。

□スティヴンソン博士は根っからのカナダ人で，

とても優しくて親切。私たち家族がオタワに到着

したときには彼の家族は夏季休暇で不在だった

が，彼らの家にその間住んでいいという手紙をも

らっていた。家にあるものは何でも使ってもいい

し，何でも食べてもいいという。これは有難かっ

た。最初の１年間，彼らとは家族ぐるみで対等に

お付き合いしてくださった。オタワは何しろ綺麗

で静かなところ。この世の楽園とでも言える。口

の悪い人はオタワに長く住むと人間が駄目になる

とも言うくらい。でも冬はとても寒く，車はしょ

っちゅうエンストする。奨学金もそれほど多くな

く，下の子供が生まれたこともあって，生計はそ

う楽ではなかった。

同僚のミタラス氏は，第２次世界大戦の直後，

リトワニアから逃れて移民してきた人。自動車の

修理工などもしながら苦学して，トロント大学で

修士まで修めた。研究所では10時と３時のコーヒ

ーブレークがあったが，そこではしきりにウイッ

トのある冗談を飛ばす。残念なことについ最近，

2005年５月に他界したという訃報を受け取った。

スティヴンソンもミタラスも自分でプログラム

は書かない。アーセノーというプログラマーがい

て，両者が書いたアルゴリズムを見てコーディン

グする。論文の中の図などは，研究者が描いたス

ケッチをもとにきれいなインキングをしてくれる

人がいる。文章についても，スペルミスばかりで

なく，表現も修正してくれる人がいる。作業分担

が徹底しているのには感心した。大学教授が自分

でコピーする日本とは大違い。

〔文献〕

Stephenson, D. G. & Mitalas, G. P.; Cooling Load

Calculations by Thermal Response Factor Method,

ASHRAE Transactions, Vol.73 Part I, 1967.
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《　第３者認証機関の６原則　》

新JIS制度による製品認証は民間の第３者認証機

関が行うこととなり今年10月からスタートします。

当センターではこの製品認証事業を開始するに当

たり「信頼・安心」を掲げ，第３者認証機関とし

ての６原則を満たす登録認証機関として，さらに

充実させた具体策について検討を行っております。

ISOでは第３者認証機関がメーカー，企業，市

場での取引，ユーザーに対して良質な審査と認証

を保証するため，ISO/IEC DIS 17021「マネジメ

ントシステムの監査及び認証を運用する機関に対

する一般要求事項」が審議＊されています。

今回は，この規格で掲げられている第３者認証

機関の６原則についてご紹介します。

第３者認証機関が信頼を与えるための

６つの原則

（1）公平性（Impartiality）

（2）力量（能力）Competence

（3）責任（信頼性）Responsibility

（4）公開（透明性）Openness

（5）機密性（守秘性）Confidentiality

（6）苦情の解決 Resolution of Complaints

（1）公平性

客観的証拠に基づく決定であること，及びそ

の決定が他の利害関係又は他の当事者から不当

な影響を受けないこと。

公正に対する脅威には，次のことが含まれる。

①自己利益による脅威

②自己審査による脅威

③親密さ（又は信用）による脅威

④威嚇による脅威

（2）力量

信頼される認証を提供するために，要員の力

量が必要｡力量とは，知識及び技能を有効に適

用できるという実証された能力。

（3）責任

認証のための要求事項に適合する責任を持つ

のは，認証された顧客組織である｡認証機関は，

組織のマネジメントシステムを十分監査するこ

と，及び監査に基づいて，適合性を示す十分な

証拠がある場合，認証を付与すると決定するこ

と，又は適合性を示す十分な証拠がない場合，

認証を付与しないと決定することに責任を持

つ｡

（4）公開

第３者認証の完全性及び信憑性に対する信頼

を獲得するために，どの組織についても監査及

び認証プロセス並びに認証状況に関する情報の

公開アクセス及び開示を提供する｡

（5）機密性

認証要求事項への適合性を評価するために必

要な情報を特権的にアクセスするために，組織

に関する専有情報の機密を保持する｡

（6）苦情の解決

第３者認証に依存する苦情を調査し，適切な

処理，解決のための適切な努力がなされると信

頼する｡

（企画課　町田）

――――――　○ ――――　○ ――――――

＊ISO/IEC DIS 17021は2006年後半に発行すると見

込まれている。
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1．はじめに　

JIS A 1414-1994（建築用構成材（パネル）及び

その構造部分の性能試験方法）は，建築用構成材

としてのパネル類に要求される性能とその試験方

法を通則的に規定した規格である。同規格は1973

（昭和48）年の制定以降，軽微な改正は行われた

ものの技術的な改正が行われておらず，最新の規

格（JIS，ISO）基準との整合化の観点から改正の

必要が生じている。また，建築基準法の告示やパ

ネル関連製品規格等で広く引用されており，改正

の及ぼす影響が極めて大きい規格である。

これらの背景から，当規格の原案作成協力機関

である当センターでは，2003年度から２ヶ年に亘

り経済産業省の委託を受けて改正に向けた事前調

査を行った。本稿は，その成果の概要報告である。

2．現行規格の使用実態　

調査研究の初年度（2003年度）は，規格の主た

る利用者であるプレハブ住宅メーカー（木質系，

鉄鋼系，コンクリート系）及び建材メーカーに対

して，JIS A 1414-1994の使用実態調査を行った。

プレハブ住宅に関しては(社)プレハブ建築協会，

(社)日本ツーバイフォー建築協会，建材に関して

は(社)日本建材産業協会（現　(社)日本建材・住

宅設備産業協会），（社）日本サッシ協会の協力を

いただいた。

調査結果を総括すると，木質系プレハブ住宅メ

ーカー及び建材メーカーでは使用頻度が高い一

方，鉄鋼系・コンクリート系プレハブ住宅メーカ

ーでの使用頻度が低いことが明らかになった。改

正に向けた意見として，木質系プレハブ住宅メー

カーからは，建設省告示第1446号との整合が挙げ

られた。また建材メーカーでは製品開発時の性能

確認として広く活用されていることから，現状技

術・ニーズに即した形での改正が望まれた。

これらのことから，現行規格の「パネルの物理

試験」と「パネルの強度試験」を分割して利用し

やすい体系に再構築すること，または，JIS A

1414は現状のまま維持して，ニーズに合った新

たな試験方法規格を新規制定すること等を改正に

向けた初年度の段階での結論としていた。

3．改正に向けた検討　

以上が一昨年度（03年度）の成果であるが，こ

こからは昨年度（04年度）に実施した改正に向け

た具体的検討の概要を報告する。

JIS A 1414-1994の使用実態結果を受けて，昨年度

は，規格の使用・活用が見込まれる木質系パネル

及びパネル建材の観点から集中的に検討を進めた。

また，JIS A 1414-1994は計18項目を規定してお

り非常に拡大した状態になっているため，規格構

造の再構築を図った。検討内容はつぎのとおり。

（1）試験・性能項目の検討

JIS A 1414-1994では，パネルの物理試験を６項目，

JIS A 1414 改正に関する調査研究
－建築用構成材（パネル）及びその構造部分の性能試験方法－
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同強度試験８項目及び組み立てられたパネルの性

能試験４項目の計18項目を規定している（表１）。

試験方法の改正や，性能項目の追加・削除を検

討・判断するには，制定時の経緯を辿る必要が生

じたが，制定から30年以上を経過した当規格には，

制定の経緯を示す記録や解説が残されていなかっ

た。そこで，委員として参画された研究者，住宅

メーカー，建材メーカー，試験担当者各々の立場

から「試験対象」，「想定される場面」，「試験の目

的」を整理するとともに現行規格の問題点・改正

提案を挙げた。ただし，ここで検討した内容は，

必ずしも制定当時に意図されたものと一致してい

るとは言えないため，今後の改正JIS原案作成時

に審議を深めるべき課題である。

（2）建設省告示第1446号との整合

建築基準法第37条では『建築物の基礎，主要構

造部その他安全上，防火上，又は衛生上重要であ

る政令で定める部分に使用する木材，鋼材，コン

クリートその他の建築材料として国土交通大臣が

定めるものは，次の各号の一に該当するものでな

ければならない。』とし，『一　その品質が指定建

築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規

格又は日本農林規格に適合するもの』としている。

同規定に基づき，建設省告示第1446号において，

適合すべき規格及び品質に関する技術的基準を定

めている。

同告示では，パネル類に関しては「木質断熱複

合パネル」および「木質接着複合パネル」が対象

となっており，JIS A 1414-1994では規定していな

い性能項目にも及んで規定している（表２）。JIS

A 1414-1994で規定している性能項目は，「JIS A

1414-1994又は同等の方法」で測定することが規定

されているが，JIS A 1414-1994で規定していない

性能項目は，「告示に定める方法又は同等の方法」

で測定することが規定されている。

後者の性能項目には，めりこみ，耐熱性能，含

水率の調整係数，荷重継続時間の調整係数，クリ

ープの調整係数，事故的な水掛りを考慮した調整

係数，接着耐久性及び防腐処理による力学的特性

値の低減値が挙げられている。これらの性能項目

の測定方法を規定しているため，同告示は極めて

煩雑なものとなっている。強制法規との技術的整

合化の観点から考え，強制法規で要求する性能項

目及びその測定方法は基本的にJISにおいて規定

することが望ましいと考え，今回提案する規格構

造の中に組み込むことを提案した。

（3）建材開発の観点からの要求との整合

建材メーカーの新製品開発におけるニーズを広

く組み込むため，建築用パネルとして要求される

性能を，JIS A 0030，ISO 6241，住宅の品質確

保の促進等に関する法律の「性能表示制度」での

規定事項，「建築材料設計用教材」等をもとに，

広く要求性能を抽出・整理した。JIS A 1414-1994

で規定されている性能項目以外にも，空気清浄性，

遮音・吸音性といった性能項目をこの改正に合わ

せて追加することも検討したが，新たな試験方法
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表１　JIS A 1414-1994で規定している試験の種類



を追加するには時間的にも十分な検討には至って

おらず，追加する場合は既存JISを引用すること

になる。これら建材開発の観点からの要求をどの

ような位置付けで取り上げるか否かに関しては，

まだ議論の余地があるので今後の改正原案作成委

員会での継続審議課題とした。

（4）規格構造の再構築

前述のとおり，JIS A 1414-1994はパネルの物理

試験を６項目，同強度試験８項目及び組み立てら

れたパネルの性能試験４項目の計18項目を規定し

ており，非常に拡大したものになっていて，規格

ユーザーにとって，各試験の位置付け，目的等が

分かりづらいものとなっている。また，関連規

格・基準との連携（引用・被引用）を考えると，

引用するJISや関連する国際規格（ISO）が一箇所

でも改正されるたびに，本規格を改正する必要が

生ずる等，規格の維持・管理上，利便性上の課題

が残ると考えられた。一昨年度の使用実態調査で

もその必要性が議論されたが，昨年度はより具体

的な検討を行った。

検討の結果，まず上位概念として「試験方法通

則」を設けて，建築用パネルに要求される性能項

目とその試験方法を規定すること，そのもとに，

建築用パネルの「力学特性に関する試験」，「温湿

度・水分に対する性能試験」，「長期性能に関する

試験」の３つの「試験方法群」として分割すること

を提案した（図１）。この改正提案では，既存の品

質管理データと齟齬を来たさないことを基本方針

としているため，建設省告示第1446号の項目を追

加して，既存の規定項目と統合・分割をしている

項目，名称を変更した項目はあるものの，削除し

た項目はなく，他で当規格を引用している規格・

基準に対するマイナス面での技術的影響はないよ

うに考慮した。本案は，あくまで改正に向けた事

前調査研究委員会としての結論であり，今後の改

正原案作成委員会で改めて審議することとなる。

（5）通則規格(案)の作成

JIS A 1414-1として通則規格の原案を作成し

た。通則規格(案)は，「1.適用範囲」，「2.引用規格」，

「3.パネルの分類」，「4.用語の定義」，「5.性能項目」，

「6.試験の一般条件」で構成した。

「1.適用範囲」の検討にあたっては，JIS A

1414-1994のタイトルにもなっている「建築用構成

材（パネル）」，「組み立てられたパネル」といっ

た用語を明確に定義する必要性が挙げられた。特

に「建築用構成材（パネル）」は，「建築用構成

材」＝「パネル」とも取られかねないということ

から，「建築用パネル」として表現を改めること
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を提案した。また，「組み立てられたパネル」を

規格内でどのように位置付けるべきかという議論

も重ねた。パネル接合部分の試験方法として利用

されていることから，規格上，水密試験，パネル

接合部のせん断試験，非耐力用パネルの面内せん

断曲げによる変形能試験の関係する項目として，

適用範囲に含めることとした。

「5.性能項目」の検討では，前述の建材開発の

観点からの要求との整合を図る上で追加すべきか

否か判断しかねている項目の取り扱いが多く議論

された。しかし，昨年度の段階では結論に至らな

かった。規格構造(案)と同様に，この通則規格

(案)も今後の改正原案作成委員会で改めて審議す

ることとなる。

（6）各試験方法規格の改正

前述のとおり，各試験項目は，建築用パネルの

「力学特性に関する試験」，「温湿度・水分に対す

る性能試験」，「長期性能に関する試験」の３つの

「試験方法群」として分割することを提案した。

昨年度までの調査研究では，各試験方法改正に関

する詳細な議論には至っていないが，各試験方法

を改正する際の意見を住宅メーカー，建材メーカ

ーから集約しており，新たな規格構造に準じて，

各試験方法を精査することとなる。

（7）関連規格等への影響

一昨年度の使用実態調査から，JIS A 1414に関

連するパネル関連製品規格である木質系パネル3

規格（JIS A 6504,6506,6509），鉄鋼系パネル3規格

（JIS A 6503,6507,6510），コンクリート系パネル3

規格（JIS A 6501,6505,6508）は，ほとんど利用さ

れていない状況であることが明らかになってい

る。これらの製品規格の改正方針は，今後のJIS

A 1414の改正を進める中での継続審議課題とし

た。

なお，これらパネル系製品規格を含めてJIS A

1414を引用する規格は25規格にのぼる（表３）。

今後の当規格の改正を受けて，原案作成団体等を

通じて改正等の手続きを行うことになるが，この

改正によって既存の品質管理データと齟齬を来た

さないことを基本方針としているため技術的に大

きな影響はなく，引用規格番号，引用項目等の修

正のみで対応可能と考えられる。
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図１　JIS A 1414の新たな規格構造の提案



4．あとがき　

以上のように，２ヶ年に亘る調査研究では，当

規格の使用実態調査，対象とする試験・性能項目

の精査及び規格構造の再構築に関する検討を重点

的に行った。また，改正原案作成のための骨子を

作成した。この成果を受けて，本年度（05年度）

内に改正原案の作成を行っている。

改正原案の作成にあたっては，当センター内に

『JIS A 1414改正原案作成委員会』（委員長：坂本

功　東京大学大学院教授）を設置している。改正

に向けてのご意見・ご提案等は委員会事務局まで

お寄せいただきたい。

〈委員会事務局〉

（財）建材試験センター標準部調査研究開発課

担当：菊地，久保

TEL：03-3664-9212 FAX：03-3664-9230

E-mail：kikuchi@jtccm.or.jp
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表３　JIS A 1414-1994の引用規格と原案作成団体

JIS A 1414改正に関する調査研究委員会（2004年度本委員会）



中国建築材料産業界は，経済のグロｰバル化が

進展している背景のなか，今回のセミナーをきっ

かけとして，日本の建材・住宅設備関連産業界と

幅広い協力関係を築くことにより環境・省エネル

ギー技術，資源の循環利用技術，運輸・流通・企

業マネジメントの能力を日本から取得することを

願っている。

このような期待をこめた中国建築材料産業の現

状と将来像について中国建築材料工業協会　張人

為氏の話の概要を紹介する。

1．中国建築材料産業の現状

1.1 建材生産量の増大

中国国内の市場二一ズの拡大により，主要な建

材製品であるセメント，フロｰト硝子，建築用陶

器の生産量が大きく伸びている。（図１）

1.2 技術の進歩と産業構造の変化

（1）セメント製造技術の進歩

長年の努力により，省エネルギｰ焼成工法，原

料プレｰブレディング，省エネルギｰ粉砕，大型ク

ーラー，オｰトコントロｰル技術や環境保護技術な

どの先進的な技術を取得した。また，製造設備の

大型化，国産化と低投資を実現することにより設

備の国産率は90%を超えている｡

（2）フロｰト式硝子工法

フロｰト式硝子工法が硝子工業の主流の技術に

なっている。2004年には，この製造法による硝子

の生産量が84%を超えた｡

（3）硝子繊維バス工法

硝子繊維バス工法が中国の硝子繊維産業の主流

の技術になって，生産量が硝子繊維総生産量の

63%を占めた｡

（4）衛生陶器の生産技術・装置，製品の装飾・造

形設計

建築用の衛生陶器の生産技術・装置や製品の装

飾・造形設計及び組み合わせ能力と高圧，低圧注

入技術のレベルが向上している｡

（5）壁材料

数千年に渡って壁材として使われている伝統的

な粘土レンガは資源，エネルギーを多量に消費す

ることから，2003年６月より全国170の大・中都

市において生産と使用を禁止した。

これに伴い省資源，省エネルギーに対応する各

種の新型の壁材料の生産が上昇して，2004年には

壁材料総生産量の35%となった｡
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第一回日中建材及び住宅設備関連産業交流セミナーより

「中国経済と建築材料産業の現状」
その２

図１　建材主要製品の生産量



1.3 企業間の競争と大企業の成長

国有企業の制度を改革したことにより，活力を

持った非公有企業が急速に発展して，外資参加す

る企業を含む企業の合併と再編成が進んでいる｡

したがって，多くの大型企業の形成と発展を促進

している｡

1.4 対外技術経済協力の拡大

（1）中国の建材産業の対外開放がますます拡大し

ている｡2004年末までに，大陸には外資と香

港，マカオ，台湾出資の企業が合せて1469社

ある｡

（2）中国の建材製品の輸出入貿易額が毎年増えて

いる｡主な輸出製品は石材，硝子繊維，フロ

一ト硝子及び製品，建築用衛生陶器などであ

る｡（図２，図３）

（3）中国のセメント技術，フロｰトガラスなどの

技術・装置は東南アジア，中東，アフリカ，

欧州などに輸出していて，国際市場での競争

力を付けている｡一方，中国内の建材産業の

構造は先進国のレベルと比較すると，全体的

に立ち遅れている。

立て窯での遅れた製法によるセメントが総

生産量の65%以上を占めている。壁材の65%

が粘土レンガである｡旧来の製法はエネルギ

ー・資源への過度な依存と環境汚染のために

持続的な発展を不可能にするという重大な問

題を抱えていて，資源の利用効率の向上，循

環型社会を実現するためには日本に学ぶこと

が多い｡

2．2005年の予想

2005年の経済マクロコントロ一ルを引続き強化

し，都市と農村住民の消費レベルを高めて，消費

が経済成長への促進作用となり，GDPが8.5～

9.0%程度は増加することが期待される｡

2.1 建材の総生産量

建材市場の総ニ一ズ量が経済の順調な発展につ

れて，増えている｡したがって，各種建材製品の

生産量の成長が10～20%程度に維持できる｡

セメント，硝子，硝子繊維の生産量は上昇す

る｡（表１）

2.3 主要製品

石材，硝子繊維，建築用衛生陶器，フロ一ト硝

子等の製品が中国建材輸出の主要製品である。
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図２　建材製品の輸出入額

図３　中国建材製品の販売収入の増大

表１　総生産量に対する最新技術による生産量の割合



2.4 ボトルネックによる制約と企業の合併・産

業の再編成

煤煙による環境汚染，電力，石油，輸送などの

不足によるボトルネックの制約が中国の建材産業

の生産と運営に大きな影響を生むに違いない｡建

材産業の生産コストが上がって，効果と利益の成

長幅が下がると予想できる｡同時に，需給のアン

バランスが企業の淘汰と分化を激化させて，企業

の合併と産業の再編成を早めると予想できる｡

3．将来の展望

3.1当面の状況

（1）2020年にGDPが３倍増

2020年の中国GDP（国民総生産）を3倍増に実

現するため，経済が長期的に持続的に成長するこ

とを期待する。都市化が早まるに伴い，基礎施設

の建設が大きな規模となり，建材産業への効果が

確実に持続する。

注）毎年７～８％の成長率で2010年GDPは２倍

（現在の日本GDPの半分）

（2）都市化の進展と住宅の向上

2020年の中国の都市化率が60%に近くなり，都

市一人当たりの住宅面積が30平方メｰトルに達す

ると予想さる。

注）都市化率（2000年）：中国36%，日本 68%，韓

国60%

注）中国の人口（1999年）：12.7億人

都市住民と農民の住宅状況改善への要求が日増

しに高まっている。これに伴い，建築装飾業が急

速に成長していて，年平均の成長率が20%を超え

ている｡

したがって，インテリア材料へのニ一ズが急速

に増えている｡これが建材への品質，品種，等級

などへの新しく，さらに高い要求が出てくると予

想される。

（3）省エネルギー建築の促進

現在，中国の建築のエネルギー消費量が全国総

エネルギー消費の27.5%程度を占めている。毎年

新築される建築のうち省エネルギー建築は５％未

満である｡

省エネルギーに対応する壁材，窓，ドア，屋根

材料を開発・生産して，建築・省エネルギー・保

温システムと技術を広く普及させることが必要で

ある。同時に，伝統的なレンガ・瓦を淘汰するス

ピードを速めるべきである｡

（4）環境・エネルギー問題が深刻

伝統的な建材生産方式は資源とエネルギーの利

用効率がきわめて低く，しかも環境にかなりの汚

染を引き起こしている｡これは同時に，国内外の

市場での厳しい競争において，建材産業の発展へ

の大きな足かせとなっている。

3.2 予想される今後の発展

（1）セメント産業

先進的な生産技術を早く取り入れることが建材

産業発展の必然的な選択となる｡セメント産業を

例として見ると，2010年には，サスペションプレ

ｰヒｰタ工法がセメント製造工法の主体になると予

想される｡そのとき，この工法によるセメントの

生産量が全国セメント総生産量の70%以上を占め

ると考えている｡

（2）大規模生産と経営の集約化

市場経済体制の下で生産の大規模化と集約化経

営を採用することが競争力を高めようとする企業

の必然的な選択となっている｡セメント産業を例

として見ると，2020年までに，大手企業の合併と

再編成を通じて，数千万トンの生産規模を持つ大

型企業が数十社，5000万トンの生産規模を持つ大

手企業がいくつか創立される可能性がある｡生産

集中度が極めて大きくなって，合理化され国際競

争力が高まると予期される｡
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（3）建築の近代化と多様な消費者ニ一ズ

建築の近代化と多様な消費者ニ一ズの個性化に

合わせて，製品の付加価値を高めることにより，

企業の競争力を向上させる必要がある。例えば，

中国のフロｰト硝子の仕上げ加工率がまだ30%未

満であるが，先進国の70～80%の仕上げ加工率と

比べると，まだかなり大きな差がある｡

これ以外に，建築の省エネルギーへの要求，建

築装飾業の急速な発展につれて，新型の壁材料，

保温材料，窓とドア，塗料，フロｰリング材料，

金具及び各種のインテリア材料などの産業の成長

が予想を超えることになる｡これらの産業分野が

新しい成長のポイントになると思われる｡

（4）対外交流と協力の拡大

中国の建材産業の全体的な技術レベル，創造的

な開発能力，品質及びマネジメントなどのレベル

を高めるために，対外交流と協力を拡大し，先進

国の技術，管理と経験を導入して国際的な建材市

場での競争力を高めることにより，対外貿易が増

大するものと確信している｡

（5）リサイクル型経済の実現

中国の伝統的な建材産業が大量の資源とエネル

ギーを消費して，環境に汚染をもたらしている。

今後，持続的な発展をするためには，リサイクル

できない資源やエネルギｰの消費を減少させ，リ

サイクルできる資源やエネルギｰを利用して，省

エネルギｰ技術を開発し，普及させる。

建材製品の品質と機能を高めると同時に，環境

共生型の建材製品を開発しなければない。同時に，

産業廃棄物や社会生活のゴミを再利用する資源節

約・資源循環型の社会を建設するために建材産業

界なりの貢献をすべきである｡

今後，「日中建材及び住宅設備関連産業交流セ

ミナー」は中国と日本において交互に開催するこ

とにしており，来年2006年４月頃に東京を予定し

ている。

（企画課　町田　清）
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中国建築材料工業協会とは

中国建築材料工業協会は2001年に中国国

家建材工業局が消滅した後，再編成された

全国的な組織で，政府と企業の間の架け橋

と細帯となっていて，中国の建材産業が健

全で，順調に発展することを推進する使命

を背負っている｡中国建築材料工業協会は中

国対外経済技術交流と協力の窓口でもある｡

積極的に日本建材・住宅設備産業協会と

協力して，共に日中両国の建材業界の交流

と協力を推進し，中国での事業を開拓する

日系企業に満足できるサｰビスを提供しよう

としている。

本誌６月号「中国経済と建築材料産業の現状」その１ 欄に次の誤り

がありました。訂正してお詫び申し上げます。

・33頁 左下から９行～８行にかけて　１文字訂正

中国国家発表改革委員会（誤）→中国国家発展改革委員会（正）

・36頁右から１行目　２文字追加

80kg消費（誤）→80kg増を消費（正）

訂正とお詫び



1．事業概況

わが国経済は，地域・業種・規模では差はある

ものの，景気回復の傾向を示し始めているが，当

財団の事業と関連の深い建設業界は依然として厳

しい状況下に置かれている。

当財団においては品質性能試験事業が木質構造

建築物の振動試験及び防火戸等の防耐火試験の好

調により予算を達成したものの前年度実績を下回

った。また，ISO審査登録事業を始めとして各事

業が予算に達せず又前年度実績も下回った。

一方，製品認証制度，特定標準化機関など一連

の新JIS制度への取り組みを開始した。

2．試験事業

2-1 品質性能試験

品質性能試験は，建築物の安全性，機能性，居

住性等を確保することを目的として，建設材料及

び建設部材の耐火性，構造強度，防水性，耐久性，

断熱性，耐湿性，遮音性，耐薬品性等の品質性能

の試験及び環境汚染物質の分析等を企業等からの

依頼により実施する当財団の中核業務である。

平成16年度の受託件数は，5,041件であった。

主な特徴をまとめると次のとおりである。

1）コンクリート等の無機系関連試験の受託件

数がこのところ減少傾向にある。

2）木造住宅の実大振動試験を新たに行う等耐

震に係わる試験が増加した。

3）防火戸，壁の耐火試験が増加した。

4）熱・湿気関係試験が増加した。

5）サッシの遮音試験が増加した。

2-2 工事用材料試験

工事用材料試験は，建築等の現場においてコン

クリートの品質，鉄筋強度，骨材及びその他の現

場材料の品質をチェックするため，工事現場で採

取されたテストピースを試験室において強度試験

を行う業務が主であるが，これに加え，現場採

取・強度試験を一貫して実施する「現場品質管理

試験業務」，住宅の基礎コンクリート試験を実施

してきている。

平成16年度の工事材料試験の受託件数は，

142,432件であった。

コンクリート工事全体の現場品質管理試験業務

について，平成16年度は17現場に取組むと共に住

宅の基礎コンクリート試験は4,288棟を受託した。

2-3 品質管理関係

中央試験所は，熱伝導率の校正事業者認定を取

得したのを始め，新JNLA制度に基づく登録試験

所申請を開始し，外部技能試験プロバイダとして

コンクリート圧縮強度試験の技能試験を行った。

一方，西日本試験所は「国際MRA対応認定事

業者証」，福岡試験室は「JNLA認定事業者」を取

得し，これに対応する組織整備の一環として八代

支所を廃止した。

3．審査・登録業務

3-1 ISO審査本部

1）財団法人日本適合性認定協会の認定基準改

定及び審査手順の統合を目的として11月１
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平成16年度事業報告
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日付で規程類を改定した。

2）ISO9001，ISO14001に関するセミナーを５

月から１月にかけて隔月に開催した。また，

ISO14001：2004改訂に伴う特別セミナーを

11月に開催した。

3）審査員教育のため合同定期研修会を年１回

東京と大阪で開催した。

4）ISO適合性委員会WG1 の国内委員会及び審

査登録機関協議会等に委員として参加した

ほか，各協会等へ講師派遣を行った。

3-2 品質マネジメントシステム審査登録事業

1）品質マネジメントシステム審査登録申請を

77件受託した（累計2,003件）。申請件数は，

昨年より大幅に減少した。ここ３年，減少

傾向にある。

2）134件の品質マネジメントシステムを審査

し，登録した（累計1,865件）。

登録件数は，昨年より29件減少した。ここ

３年，減少傾向にある。

3）品質審査員に対して，能力維持研修を東京，

大阪で隔月に開催した。

3-3 環境マネジメントシステム審査登録事業

1）環境マネジメントシステム審査登録新規申

請を55件受託した（累計474件）。申請件数

は，昨年より９件減少した。

2）51件の環境マネジメントシステムを審査し，

登録した（累計416件）。登録件数は，昨年

より５件減少した。

3）環境審査員に対して，審査員研修会，応用研

修会を毎月開催し，審査技術の向上を行った。

3-4 労働安全衛生マネジメントシステム審査登

録事業

1）労働安全衛生マネジメントシステム審査登

録申請を３件受託した（累計21件）。

2）８件の労働安全衛生マネジメントシステム

を審査し，登録した（累計17件）。

4．性能評価事業

4-1 建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に

関する法律に基づく事業

建築基準法に基づく指定性能評価機関として，

510件の性能評価を完了した。なお，試験を伴う

性能評価については性能評価相談室を設置し，顧

客満足度の向上に役立てた。

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく

指定試験機関並びに指定住宅型式性能認定機関と

して14件を完了した。また，建築住宅性能基準運

用協議会，住宅性能評価機関等連絡協議会等の活

動に参画し，性能評価制度の発展に努めた。

4-2 適合証明事業

建設資材の仕様書等技術基準適合証明をはじ

め，海外建設資材品質審査・証明等８件の適合証

明を完了した。また，都道府県，認証機関等に対

して，環境主張建設資材の適合性証明等の事業連

携に向けての提案・協議を行った。

5．調査研究及び技術指導事業

平成16年度は，前年度からの継続を含め８件の

依頼があり，そのうち主なテーマは以下のとおり

である。

5-1 経済産業省から次の３テーマの調査研究を

受託し実施した。

1）「化学物質安全確保・国際規制対策推進等

（断熱材フロン回収・処理調査）」（平成14年

度～平成17年度）

2）「中小企業基準認証研究開発事業（建材から

のVOC等放散量の評価方法に関する標準

化）」（平成14年度～平成17年度）

3）「新発電システム等調査研究（コンクリート

用溶融スラグ骨材の耐久性評価の標準化調

査研究）」（平成15年度～平成16年度）

5-2 財団法人日本規格協会から次の３テーマの

調査研究を受託し実施した。
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1）「建築用構成材（パネル）及びその構造部分の

性能試験方法等の標準化に関する調査研究」

2）「室内空気汚染物質の試験方法に関する標準

化調査研究」

3）「建築分野の環境JISの体系的推進・整備に

関する標準化調査研究」

5-3 国土交通省国土技術政策総合研究所から次

の１テーマの調査研究を受託し実施した。

1）「建設リサイクルにおける資源循環指標の運

用に関する資料収集」

5-4 都市再生機構から次の １テーマの調査研究

を受託し実施した。

1）「屋根外断熱防水工法の経年変化（25年）に

関する研究」

5-5 技術指導相談

品質管理手法に関する依頼が１件あり終了した。

1）「工事現場練りコンクリートの製造工程及び

設備の確認調査」

6．標準化事業

新JISマーク表示制度対応として，本部事務局

に標準部を設置したほか次の対応を行った。

6-1 製品認証制度

平成17年10月に施行される新JIS法の製品認証

制度普及のための説明会を12月と３月に東京，２

月に大阪で行ったほか，登録認証機関に向けての

審査員研修を行った。

6-2 特定標準化機関（CSB）

特定標準化機関（CSB）の機関登録のための規

格原案の作成及び規格審査委員会の立ち上げ等申

請作業に着手した。

6-3 JIS原案作成

平成16年度は，次の５件のJIS原案を作成した。

1）「音響インピーダンス管による吸音率及びイ

ンピーダンスの測定－伝達関数法」

2）「建材中のアスベスト含有率測定方法」

3）「建築物の現場における給排水設備騒音の測

定方法」

4）「インピーダンス管による吸音率及びインピ

ーダンスの測定方法JIS原案作成」

5）「ベビーベッド」

7．認定検査事業

7-1 公示検査事業

平成16年度の公示検査業務は，平成16年３月15

日に告示された品目を対象として，平成16年５月

17日から平成17年２月末までの実施期間に1,087

工場の検査を実施し，所轄の各経済産業局等に報

告した。

7-2 JISマーク表示認定事業

JISマーク表示認定業務は，12品目38件（うち，

追加認定２件含む）を認定した。

8．試験機等検定事業

フレッシュコンクリート中に含まれる塩分を測

定するための塩分測定器の検定を100件実施した。

9.コンクリートの現場品質管理に伴う採取

試験技能者認定事業

一般コンクリート及び高性能コンクリート採取

試験技能者検定試験を実施し，採取試験技能者の

認定を行い，合計473名の登録を行った。

10．国際関係業務

10-1 ISO／TAG８（建築）等国内検討委員会

（第41回）を開催した。

委員会では，ISO／TMB，TAG８の状況分析及

びTCの国際規格への対応について審議した。

また，ISOの長期計画，セキュリティーに関す

る取り組み及び東アジア地域の経済・貿易動向に

ついての情報収集を行った。

10-2 ISO／TC146／SC6（大気の質／室内空気）
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国内対策委員会を３回開催し，同SCにお

ける国際規格への対応について審議した。

10-3 ISO／TC163／SC1（建築環境における熱

的性能とエネルギー使用－試験及び計測方

法）国内委員会を２回開催し，国際規格へ

の対応について審議した。

10-4 中央試験所と（社）韓国火災保険協会付設

防災試験研究院との間で締結した技術協定

に基づき，定期協議会を開催した。

11．講習会等事業

1）「高性能コンクリートの単位水量・塩化物量

測定実務講習会」を７月３日に開催した。

2）「建材とフロン：オゾン層保護・地球温暖化

防止に向けた新しい動向」講演会を９月30

日に開催した。

3）「コンクリート構造物の高性能化と施工技

術」講演会を９月24日に開催した。

4）「シックハウス対策に関する標準化の枠組み

と今後の展望」講演会を11月30日に開催し

た。

5）「採取登録業者を対象とした採取実務講習

会」を11月13日に開催した。

6）「調湿建材を知る－その現状と課題－」講演

会を３月24日に開催した。

12．技術協力

次の技術協力を行った。

1）レディーミクストコンクリート登録認証機

関の技術審査員に対して研修指導を行った。

2）茨城県砕石事業協同組合員を対象に道路用

砕石の技術講習会を行った。

3）サッシ協会会員企業の試験担当者を対象に

断熱性能試験の試験技術講習会を行い試験

技術の習得に協力した。

13．施設整備

平成16年度において施設整備を行った。主なも

のは次のとおり。

1）中央試験所の施設整備等

新試験事務処理システム，紫外・可視・近赤

外分光光度計，3000kＮ圧縮試験機改造，自

動制御静的加力装置

2）西日本試験所の施設整備等

ガスクロマトグラフ質量分析計，コーンカロ

リーメーター，原子吸光光度計

3）ISO審査本部の整備

ISO業務支援ソフト

14．中期計画

第３次中期計画（平成16年度から平成18年度）

の進捗状況の評価を行った。これをもとに実行計

画を見直した。主なポイントは以下のとおり。

1）試験・評価・審査能力の向上

2）施設・機器の整備

3）新規事業の展開

4）連携体制の構築

5）情報収集・提供活動の充実

6）組織・体制の整備

15．その他

15-1 情報活動

1）機関誌「建材試験情報」を毎月１回発行した。

2）既設の「建材試験センターホームページ」

について掲載内容の充実を図った。

3）情報発信手段としてメールニュースを配信

した。

4）西日本試験所設立30周年記念誌を発行した。

15-2 業務発表会

「業務改善・提案・取り組み」に関する発表会

を７月７日に，「技術系の研究・調査」の成果の

発表会を７月23日に開催した。
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○西日本試験所では，コーンカロリーメーターに

よる，防火材料の発熱性試験を実施しております

が，この度，試験精度の向上と今後制定が想定さ

れる各種規格への対応を視野に入れ，（株）東洋

精機製作所製のコーンカロリーメーター（CONE

CALORIMETER Ⅲ）を新たに導入しました。

○○本装置は「酸素消費法」と呼ばれる原理＊を用

いて発熱速度や発熱量を求めています。なお，こ

の原理を用いた代表的な試験方法には，本装置の

準拠規格であり，かつ当センターが制定した「防

耐火性能試験・評価業務方法書」に基づく発熱性

試験の基ともなったISO 5660があります。また，

現在これらの試験方法はJIS化が検討されており，

将来的には国内における標準的な試験方法になる

と推測されます。

＊燃焼によって発生する熱量は，燃焼する物質の

重量当たりで考えると物質ごとに大きく異なる

が，消費される酸素の重量で考えると物質の種

類によらずほぼ一定の数値（酸素1kg当たり

13.1×10３kJ）を示す。

○○西日本試験所には，この他にも表面試験装置・

基材試験装置・不燃性試験装置等を揃えており，

建築材料の防火性能に関する幅広い範囲での試験

が実施可能となっております。

担当：試験課　藤村　TEL 0836-72-1223

（文責：試験課　藤村俊幸）
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試験設備紹介

発熱性試験装置
（コーンカロリーメーター）

西日本試験所

発熱性試験装置の主な仕様
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中央試験所では，JIS Q 0043-1 4.3共同実験

スキームに適合した技能試験プログラムを開発

し，この度，独立行政法人製品評価技術基盤機構

認定センターより外部技能試験プロバイダが実施

する技能試験プログラムとして承認（識別番号：

JNPTPR-03）されました。

これを受け，今回もコンクリートの圧縮強度試

験の技能試験を実施いたします。多数の試験機関

のご参加をお待ちしております。

１．技能試験の参加条件

①本技能試験プログラムの対象となる認定区分

のJNLA認定を取得している試験事業者

②本技能試験プログラムの対象となる認定区分

のJNLA認定を申請中又は申請予定の試

験事業者

③その他

２．定員数 70 試験所。

定員数を超えた場合は，上記①～③の順位に従

い受付を行います。

３．実施スケジュール

申込み締切日：平成17年７月29日

試験品目の配布：平成17年９月～10月

技能試験実施：平成17年９月～10月

中間報告：平成17年12月

最終報告書の発送：平成18年３月

（技能試験の説明会は実施致しません。）

４．参加申込み方法，料金及び連絡先

①申込み方法

所定の申込用紙にご記入の上，下記の品質管

理室まで郵送でお送り下さい。

申込用紙は当センターのホームページよりプ

リントアウトするか，直接，品質管理室まで

ご連絡下さい。

http://www.jtccm.or.jp.

②コンクリートの圧縮強度試験料金

58,097円（税込み）

（金融機関への振込手数料は含まれていません。予

めご了承下さい。）

③技能試験に関するお問合わせ先

中央試験所品質管理室　驂
やなぎ

，杉田
すぎた

〒340-0003 埼玉県草加市稲荷5-21-20

TEL：048-931-7208，FAX：048-935-1720

１．ISO/IEC Guide43-1（試験所間比較による技能試

験　第１部：技能試験スキームの開発及び運営）

に基づいて技能試験プロバイダー業務を運営する。

２．技能試験プロバイダ業務は試験業務組織とは明確

に区分するため，別の組織体系のもとに実施する。

３．参加試験所から知り得た全ての情報は他に漏らさ

ない。

４．当該業務を担当する職員は，技能試験に関する技

術的な指導，相談を行わない。

※技能試験結果等の取扱い

本技能試験プログラムは（独）製品評価技術基

盤機構認定センターから承認を受け実施するもの

であり，技能試験に関するすべての情報を認定セ

ンターに報告します。また，本技能試験結果は，

認定センターが自ら実施した試験と同様に取り扱

われます。

詳しくは，認定センターのホームページ「技能

試験の取扱いについて」をご確認下さい。

http://www.nite.go.jp/asse/jula/pt/index.html

ニュース・お知らせ

JNLA技能試験参加募集のお知らせ
（JNLA 土木・建築分野：材料強度試験，

コンクリートの圧縮強度試験）

中央試験所

技能試験プロバイダ業務運営方針
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６月１日付けで，建築基準法施行規則が改訂さ

れ，既に構造方法等の認定のための審査にあたっ

て行われた性能評価に係る試験の結果を用いるこ

とにより，新たな試験を要しないこととなる性能

評価を実施する場合の，性能評価の手数料が減額

されました。

試験の実施を省略した性能評価の手数料は以下

の通りになります。

・防耐火構造，防火区画，屋根防火構造，界壁

遮音構造　35万円

・防火材料，防火設備，遮音構造，ホルム発散

建材等　26万円

・木造の耐力壁の倍率　70万円

この場合，過去の試験内容についての情報を把

握し，その内容に基づいて評価することが必要と

なりますので，過去に性能評価を申請された指定

性能評価機関に申請していただくことが必要にな

ります。

現在，建材試験センターでは，防耐火性能試

験・評価業務方法書の改訂準備を進め，まず防火

関連の試験を伴う性能評価について，試験の実施

を省略した性能評価が実施できる体制を整えつつ

あります。試験の実施を省略した性能評価の申請

手続きは，これまでの試験を伴う性能評価の場合

と同様に事前相談から進めていきます。

なお，試験の実施を省略することの可否につい

て，他機関と同一の判断がされなくてはなりませ

んので，指定性能評価機関では当面の間，個別案

件ごとに，国土交通省の担当官とも相談をしなが

ら進めていきます。

まずは，性能評価相談室までお問合せください。

問合せ先：性能評価本部性能評価相談室

担当：仲谷，木村

TEL：03-3664-9227 FAX：03-3664-9310

E-mail：soudan@jtccm.or.jp

URL：http://www.jtccm.or.jp/seino/soudan
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□（財）建材試験センター・常勤理事異動のお知らせ

６月21日付退任　藏眞人　常勤理事（性能評価本部長）

なお，村山浩和中央試験所副所長が性能評価本部長を兼務。

□機関誌「建材試験情報」委員長交代のお知らせ

当機関誌の発行に当たっては「建材試験情報編集委員会」を設置し，誌面の充実を図

っております。この度，７月より委員会委員長が小西敏正先生（宇都宮大学教授）から

田中享二先生（東京工業大学教授）へ交代致しました。

小西先生には，1996年からの９年間に渡り委員長をお引受け頂き，ご尽力下さいまし

たこと深く感謝申し上げます。また，新委員長をお迎えし，さらに読みやすく，ご利用

いただける機関誌を目指し，委員会一同がんばって参りたいと考えております。ご愛読

者皆様からの忌憚の無いご意見・ご感想など多数をお待ちしております。

建築基準法の構造方法等の認定において，

新たな試験の実施を必要としない場合の取扱

性能評価本部
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ISO 9001・ISO 14001登録事業者

ISO 9001（JIS Q 9001）

登録事業者（平成17年５月13日付）
ISO 9001（JIS Q 9001）

ISO審査本部では，下記企業（７件）の環境マネジメントシステムをISO14001（JIS Q 14001）に基づく審査

の結果，適合と認め平成17年５月28，31日付けで登録しました。これで累計登録件数は427件になりました。

ISO 14001（JIS Q 14001）

登録事業者（平成17年５月28，31日付）

＊他の審査登録機関より移転してきた組織のため，他と「登録日」及び「有効期限」が異なっています。

ISO 14001（JIS Q 14001）

ISO審査本部では，下記企業（６件）の品質マネジメントシステムをISO9001（JIS Q 9001）に基づく審査の結

果，適合と認め平成17年５月13日付で登録しました。これで，累計登録件数は1,875件になりました。

RQ1870
　　　＊

RQ1871
　　　＊

RQ1872

RQ1873

RQ1874

RQ1875

2003/01/01

2002/06/18

2005/05/13

2005/05/13

2005/05/13

2005/05/13

2006/11/30

2005/06/17

2008/05/12

2008/05/12

2008/05/12

2008/05/12

美建工業株式会社
本社

株式会社ファインコ
ラボレート研究所

エムシー・リフォー
ム株式会社・東京支
店
株式会社スパンクリ
ートコーポレーショ
ン

株式会社みやした園
芸

屋久島電工株式会社
小野田事業所

広島県福山市駅家町近田
30
<関連事業所>
福山支店、東広島営業所、
三次営業所、総務部、三
次工場、大和工場
東京都港区元赤坂1-1-15
　ニュートヨビル

東京都中央区新川1-26-7
　新川ビル3F

東京都文京区本郷4-9-25
<関連事業所>
宇都宮工場：栃木県宇都
宮市平出工業団地8-5
岩瀬工場：茨城県西茨城
郡岩瀬町大字岩瀬2161-1
設計部：東京都文京区本
郷4-9-25
神奈川県横浜市旭区南本
宿町158

山口県山陽小野田市大字
小野田6276
<関連事業所>
本社 営業部 セラミック
ス営業グループ

コンクリート積みブロックの
製造（“7.3　設計・開発”を
除く）

建築・都市計画に関わる基本計
画及び基本構想策定業務（“7.6
　監視機器及び測定機器の管
理”を除く）
建築物の修繕工事に係る施工
及びメンテナンス業務（“7.3
　設計・開発”を除く）
空胴プレストレストコンクリ
ートパネル（穴あきPC板）の
設計及び製造

造園工事に係る設計及び施工
並びに維持管理業務
観葉植物のレイアウト設計
貸鉢の賃貸及び維持管理業務"
窒化けい素粉末及びエンジニ
アリングセラミックス製品の
製造（“7.3　設計・開発”、
“7.5.2　製造及びサービス提
供に関するプロセスの妥当性
確認”を除く）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

登録番号 登録日 適用規格 有効期限 登録事業者 住　　所 登録範囲

登録番号 登録日 適用規格 有効期限 登録事業者 住　　所 登録範囲

RE0421
　　  ＊

ISO 
14001:1996／
JIS Q 
14001:1996

2005/12/18 東急建設株式会社
・国内部門

東京都渋谷区渋谷1-16-14
<関連事業所>
本社（コーポレートスタッフ）、
営業本部、技術本部：技術研究

東急建設株式会社　国内部門におけ
る「土木構造物、建築物の設計及び
施工並びに建設分野の技術研究開発」
に係る全ての活動及び事務所業務

2000/03/22
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登録番号 登録日 適用規格 有効期限 登録事業者 住　　所 登録範囲

RE0421
　　  ＊

ISO 
14001:1996／
JIS Q 

2005/12/18 東急建設株式会社
・国内部門

東京都渋谷区渋谷1-16-14
<関連事業所>
本社（コーポレートスタッフ）、
営業本部 技術本部 技術研究

東急建設株式会社　国内部門におけ
る「土木構造物、建築物の設計及び
施工並びに建設分野の技術研究開発」
に係る全て 活動及び事務所業務

2000/03/22

RE0422

RE0423

RE0424

RE0425

RE0426

RE0427

ISO 
14001:1996／
JIS Q 
14001:1996
ISO 
14001:1996／
JIS Q 
14001:1996
ISO 
14001:1996／
JIS Q 
14001:1996

ISO 
14001:2004／
JIS Q 
14001:2004
ISO 
14001:2004／
JIS Q 
14001:2004

ISO 
14001:1996／
JIS Q 
14001:1996

2008/05/27

2008/05/27

2008/05/27

2008/05/27

2008/05/27

2008/05/30

大石建設株式会社

金子建設工業株式
会社

株式会社大岩建設

創和建設株式会社

旭化成建材株式会
社

東洋道路株式会社

所、工場、首都圏本部：営業支
店（田園都市、東京、横浜、東
関東、関東、北陸）、営業所（港
北、城南、西東京、多摩、町田、
川崎、横須賀、相模原、湘南、
小田原、伊東、東葛、南総、水
戸、宇都宮、群馬、甲府、長野）、
出張所（袖ヶ浦）、鉄道本部、
住宅本部、大阪支店：営業支店
（広島、四国）、営業所（滋賀、
京都、奈良、和歌山、神戸、岡
山、山口、徳島、松山）、出張
所（姫路、豊岡、松江、米子、
小郡、周南）、札幌支店：出張
所（北見、釧路、帯広、旭川、
苫小牧、千歳、函館）、東北支
店：営業所（青森、秋田、盛岡、
山形、福島）、出張所（弘前、
八戸、北上、郡山、いわき）、
名古屋支店：営業支店（静岡）、
営業所（沼津、浜松、三重、岐
阜、金沢）、出張所（常滑、富
山）、九州支店：営業所（北九
州、佐賀、長崎、熊本、大分、
宮崎、鹿児島、沖縄）、建設ソ
リューション事業部
静岡県榛原郡吉田町大幡2130
<関連事業所>
御前崎支店、大井川支店、榛原
営業所
山形県米沢市城北2-1-17

栃木県大田原市末広1-4-40

秋田県横手市駅前町13-8
<関連事業所>
秋田支店、岩手支店（整備施設
を含む）
東京都港区東新橋2-12-7
<関連事業所>
企画管理部、環境安全品質統括
部、建材研究所、生産技術部、
建築資材事業部（営業企画室、
建築資材技術部、生産管理部）、
住宅資材事業部（住宅資材技術
部、住宅資材開発部）、穂積工
場、境工場、ネオマフォーム工
場
滋賀県草津市駒井沢町118-7

大石建設株式会社及びその管理下に
ある作業所群における「土木構造物
の施工」に係る全ての活動

金子建設工業株式会社及びその管理
下にある作業所群における「土木構
造物の施工」、「建築物の設計及び
施工」に係る全ての活動
株式会社大岩建設及びその管理下に
ある作業所群における「土木構造物
及び道路舗装の施工」、「下水道管・
橋梁等の維持補修工事を主としたメ
ンテナンス業務」に係る全ての活動
創和建設株式会社及びその管理下に
ある作業所群における「土木構造物
及び建築物の施工」に係る全ての活
動
旭化成建材株式会社における「軽量
気泡コンクリート系製品（ALC)の
設計・開発及び製造」、「フェノー
ルフォーム保温板の設計・開発及び
製造」に係る全ての活動

東洋道路株式会社及びその管理下に
ある作業所群における「土木構造物
及び道路舗装の施工」に係る全ての
活動

2005/05/28

2005/05/28

2005/05/28

2005/05/28

2005/05/28

2005/05/31

＊他の審査登録機関より移転してきた組織のため，他と「登録日」及び「有効期限」が異なっています。
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アクリル樹脂系塗装／りん酸・ほう酸系
薬剤処理すぎ板の性能評価
グラスウール保温板充てん／塗装／亜鉛
めっき鋼板・ウレタンフォーム表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁の性能
評価
ケーブル／けい酸塩混入水酸化アルミニ
ウム充てん／床耐火構造／貫通部分（中
空床を除く）の性能評価
吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材充て
ん／木繊維混入セメントけい酸カルシウ
ム板・硬質ウレタンフォーム保温板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁
の性能評価
普通ポルトランドセメントを主な材料と
した設計基準強度39N/mm2～60N/mm2
のコンクリートの品質性能評価
表面ガラスクロス補強アルミニウムはく
張ロックウール保温板裏張／塗装溶融亜
鉛めっき鋼板製折板屋根の性能評価
張合せアルミニウムはくの性能評価

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材
料（金属板を除く））の性能評価
普通ポルトランドセメントを主な材料と
した設計基準強度39N/mm2～60N/mm2
及び中庸熱ポルトランドセメントを主な
材料とした設計基準強度39N/mm2～
70N/mm2のコンクリートの品質性能評
価
プラスチック系壁紙の性能評価

Ｄａｎサイディン
グ

フラマシステムＥ
Ｔ工法

ＨＡＶＥ－Ｓ工法

　　　－

ＭＲＡＤ1000

クールアルミフレ
キ
プリンテリア

　　　－

ミストラス／ウイ
ンコス

越井木材工業株式
会社
旭トステム外装株
式会社

フラマシステム株
式会社

株式会社日沼工務
店

株式会社旭ダンケ 
札幌支店 米里工場

三晃金属工業株式
会社

株式会社カワイ

リンテック株式会
社
内山コンクリート
工業株式会社

リンテック株式会
社

不燃材料(20分)

準耐火構造　耐
力壁　45分

区画貫通給排水
管等　60分

防火構造　耐力
壁　３０分

指定建築材料

耐火構造 屋根
　30分

不燃材料(20分)

不燃材料(20分)

指定建築材料

令第20条の5第4
項に該当する建
築材料

法第2条第九号(令
108条の2)
法第2条第七号
の二

令第129条の2の
5第1項第七号ハ

法第2条第八号

法第37条第二号

法第2条第七号(令
107条)

法第2条第九号(令
108条の2)
法第2条第九号(令
108条の2)
法第37条第二号

令第20条の5第4
項

2005/5/11

2005/5/27

2005/5/27

2005/5/27

2005/5/6

2005/5/27

2005/5/27

2005/5/19

2005/5/6

2005/5/26

04EL489

04EL524

04EL536

04EL541

04EL562

04EL565

05EL003

05EL004

05EL024

05EL033

受付番号 完了日 性能評価の区分 性能評価の項目 件　名 商品名 申請者名

建築基準法に基づく性能評価書の発行

建築基準法に基づく性能評価終了案件（平成17年５月1日～平成17年５月31日）

この他，４月までに完了した案件のうち，これまで掲載できなかった案件は次の通りです。

性能評価本部では，平成17年５月１日から５月31日までの37件について，建築基準法に基づく構造方法

等の性能評価を終え，性能評価書を発行しました。これで，累計発行件数は2172件となりました。なお，

性能評価を完了した案件のうち，掲載を希望された案件は次の通りです。

これまでに終了した案件と大臣認定番号の一覧は，当センター性能評価事業のホームページをご覧下さい。

（http://www.jtccm.or.jp/seino/anken/seinou_kensaku/seinou_kensaku.htm)

軽量パーライトモルタル被覆／鉄骨柱の
性能評価

ビーエルシャット
　ＣＨ２

日本インシュレー
ション株式会社／
株式会社東京エネ
シス

耐火構造 柱　
120分

法第2条第七号(令
107条)

2005/4/2504EL267

受付番号 完了日 性能評価の区分 性能評価の項目 件　名 商品名 申請者名
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軽量パーライトモルタル被覆／鉄骨柱の
性能評価

ビーエルシャット
　ＣＨ２

日本インシュレー
ション株式会社／
株式会社東京エネ
シス

耐火構造 柱　
120分

法第2条第七号(令
107条)

2005/4/2504EL267

受付番号 完了日 性能評価の区分 性能評価の項目 件　名 商品名 申請者名

繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂
給水管・排水管･配電管／セメントモル
タル充てん／壁耐火構造／貫通部分の性
能評価（中空壁を除く）
ビーズ法ポリスチレンフォーム充てん／
鉄筋コンクリート造床の性能評価

セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネッ
ト張セメントモルタル板・押出法ポリス
チレンフォーム保温板・構造用合板表張
／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁
の性能評価
ケーブル・電線管／繊維混入けい酸カル
シウム板・熱膨張性黒鉛混入ウレタン樹
脂・ほう酸化合物材充てん／床耐火構造
／貫通部分（中空床を除く）の性能評価
グラスウール充てん／硬質ポリ塩化ビニ
ル樹脂板・フェノールフォーム保温板・
せっこうボード・構造用合板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁の性能
評価
グラスウール充てん／硬質ポリ塩化ビニ
ル樹脂板・フェノールフォーム保温板・
せっこうボード・構造用合板表張／せっ
こうボード裏張／木製枠組造外壁の性能
評価
けい藻土混入／石灰系塗材塗／基材（不
燃材料（金属板を除く））の性能評価

フネン消音パイプ
Ａ

カイザーボイドス
ラブ（日本カイ
ザー株式会社）オ
ムニアボイドスラ
ブ（タカムラ建設
株式会社）エスレ
ンボイドスラブ
（積水化成品工業
株式会社）ボイド
型枠；脚付ユカボ
イド、遮音ユカボ
イド（油化三昌建
材株式会社）
デラクリート（Ｄ
ＵＲＡＣＲＥＴ
Ｅ）

床スリーブ充てん
工法

ゼオンサイディン
グ　防火30（断熱
Ｐ／軸組）

ゼオンサイディン
グ　防火30（断熱
Ｐ／枠組）

イオリーナ

フネンアクロス株
式会社

日本カイザー株式
会社／積水化成品
工業株式会社／タ
カムラ建設株式会
社／油化三昌建材
株式会社

三菱レイヨン株式
会社

日本インシュレー
ション株式会社

ゼオン化成株式会
社

ゼオン化成株式会
社

有限会社ライフ
アップ

区画貫通給排水
管等　60分

耐火構造 床　
120分

防火構造　耐力
壁　30分

区画貫通給排水
管等　60分

防火構造　耐力
壁　30分

防火構造　耐力
壁　30分

不燃材料(20分)

令第129条の2の
5第1項第七号ハ

法第2条第七号(令
107条)

法第2条第八号

令第129条の2の
5第1項第七号ハ

法第2条第八号

法第2条第八号

法第2条第九号(令
108条の2)

2005/4/25

2005/4/25

2005/4/25

2005/4/25

2005/4/25

2005/4/25

2005/4/25

04EL378

04EL462

04EL476

04EL483

04EL491

04EL492

04EL514

JISマーク表示認定工場

認定検査課では，下記工場をJISマーク表示認定工場として認定しました。これで，当センターの認定

件数は157件になりました。

JISマーク表示認定工場（平成17年５月10日付）

3TC0503 レディーミクス
トコンクリート

有限会社川添建商生コン工場 埼玉県狭山市堀兼2397 Ａ５３０８
レディーミクストコンクリート
普通コンクリート・舗装コンクリ
ート

認定番号 認定年月日 指定商品名 認定工場名 住　　所 認定区分

2005/5/10
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増改築の規制を緩和

国土交通省

定期点検の厳格化や，既存不適格建築物対策とし
て増改築時の規制緩和を盛り込んだ改正建築基準法
が施行された。特に既存不適格への対応は，増改築
のときに段階的に最新の耐震規定や防火規定に合わ
せていくことを認めることや，増改築部分のみの耐
震化を認めるなど運用を柔軟化。木造住宅などに対
しても，小規模な増改築の場合には，鉄筋が入って
いない基礎への鉄筋コンクリートの打ち増し工事な
どを認める告示も制定された。
さらに，建物の安全性確保を図るため，報告や検

査制度を充実。既存不適格建築物について，危険な
状態にある場合には，行政による勧告や是正命令制
度を創設している。

2005.6.1 住宅産業新聞

省エネ・防犯情報を既存居住者に情報発信

省エネ･防犯住宅推進委員会

既存戸建て住宅の居住者に省エネ，防犯について
の情報を提供する省エネ・防犯住宅推進委員会が設
立された。参加する設備機器，建材メーカーらの広
域ネットワークを使って情報提供事業を進め，省エ
ネ，防犯住宅の普及につなげる。
情報提供事業は，参加企業の傘下のリフォーム店

などを通じて，消費者に設備機器や建材の省エネ性，
防犯性についての情報を提供する。リフォーム店が
使う運用マニュアルをつくるほか，同事業について
のシンポジウム開催やパンフレット作成などの広報
活動も展開する。今後は企業に参加を呼びかけると
ともに，年内に事業を実施する。

2005.6.1 建設通信新聞

環境建築技術者を育成

環境省

環境省は，「学校エコ改修と環境教育事業」を通
じ，全国で環境建築の技術者を育成する。同事業は，
学校の校舎改修というハード事業に合わせ，環境に
配慮した建築技術の研究や浸透，児童の環境教育と
いうソフト事業を推進するのが狙い。
現在，モデル校10校を募集しており，事業は1校

当たり3カ年で計画する。初年度に地域で建設関運
業者を集め研究会を組織し，環境に配慮した建築技
術を共同研究する。2年目に実際の校舎改修設計に
取り組む。設計者選定は研究会の参加者によるプロ
ポーザルの可能性もある。モデル校は6月上旬をめ
どに採択する見通しで，その後，採択された学校が
属する地方自治体などを通じ，研究会のメンバーが
公募される予定だ。

2005.5.13 建設通信新聞

ワンストップ・テスティング実現を目指す

日本認定試験所協議会

試験所認定に関する国際規格ISO/IEC17025の普
及や同規格に基づく認定試験所の地位向上などを目
指す「日本認定試験所協議会」が設立された。日本
総研やキヤノンなど14社・団体が参加。活動を通じ
て，国内の認定試験所や関連制度と国際ルールの整
合性を向上。一カ所で試験を実施すれば済む国際的
な「ワンストップ・テスティング」の実現を目指す。
また関連基準・規格に関する提案なども行い，ビジ
ネスチャンス拡大を図る。
昨年の工業標準化法改正のほか2007年改正見通し

の計量法などにより，分析・測定試験などの場で国
際ルールとの整合性を求められる場面が増加してい
る。同規格の認定取得が他機関との差別化につなが
るとの見方もある。

2005.6.1 環境新聞

情報ファイル情報ファイル

ニュースペーパー
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ニュースペーパー／外部情報

国際標準規格認定機関が連携

認定機関協議会(仮称)

国際標準規格の認定の信頼性を高めるため，関係
者により認定機関を連携する「認定機関協議会(仮
称)」が2006年度中に設立される方針が固まった。
認定機関が連携する場を設けることで，認定審査の
水準確保や認定結果の相互活用を図る。
認定機関とは企業などがISO規格を取得する際に

審査・登録を行う審査登録機関を認定する機関。現
在，国際標準規格に対応している機関は10カ所未満
ある。複数の認定機関が存在するため，認定審査に
バラつきが出る恐れがあり，信頼性を確保する取り
組みが求められていた。
同協議会へは国際標準化機構(ISO)や国際電気標

準会議(IEC)などを採用している認定機関の参加を
求めていく。

2005.4.28 日刊工業新聞

超高強度繊維コンクリート採用

羽田空港新滑走路建設工事

羽田空港新滑走路建設工事に，超高強度繊維補強
コンクリート(UFC=Ultra high strength Fiber rein-
forced concrete)が採用されることが明らかになっ
た。UFCはセメントをベースにした材料で，圧縮強
度だけでなく曲げ強度も大きいため鉄筋が不要で，
流動性などにも優れる。2004年８月に土木学会が設
計･施工指針(案)を刊行，客観的な指針ができたこ
とで，公共工事への活用に道が開かれた。
桟橋部構造の部材を軽減する目的で，入札前VE

提案として提出，認められた。空港構造物としては
初めての採用であるばかりでなく，公共土木工事で
もいまだ完成例はない。羽田空港再拡張での採用実
績は大きなインパクトとなる。今後，ほかの土木構
造物への適用に弾みがつくと見られる。

2005.5.24 建設通信新聞
（文責：企画課田口）

第11回建築リフォーム＆リニューアル展が開催される

「都市・建築の再生－建築の健康を考える」

主催：建築リフォーム＆リニューアル展組織委員会

東京ビックサイトにおいて，第11回建築リフォーム＆リニューアル

展が６月15～17日にかけて開催されました。今回は約100社が出典を

行っており，期間中の入場者は約９万人となりました。この展示会組

織委員会の名誉会長は上村克郎先生，会長は友澤史紀先生です。

◎会場のコンセプターブースには，当機関誌の前編集委員長の小西

敏正先生（宇都宮大学）が「建築のかたちと構法」をテーマに，

ご自宅の改造，児童福祉施設の設計等の写真が展示され，これま

での研究成果，設計された建築等が紹介されていました。

◎明治大学産学官公連携　共同研究展示ブースでは「建設廃棄物の低環境負荷高付加価値型再資源化技

術開発」が紹介されました。このブースでは､建築物のライフサイクル環境負荷の低減を基軸に，菊池

雅史先生の研究室が中心となり「建設発生木材の再資源化」「環境解体－設計から環境影響の評価まで

の検証」「リサイクル－塩ビ・廃プラ・マテリアルリサイクル」「屋上緑化－メンテナンスフリーな苔

で緑化』をグループテｰマに，連携企業，公共機関（神奈川県）との共同展示が行われました。

小西先生ブース
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最近，“東北楽天ゴールデンイーグルス”なるものがスポー
ツ新聞を賑わせています。
“東北楽天ゴールデンイーグルス”とは言うまでもなく，

2005年に新しく誕生した仙台のプロ野球球団であります。突然
プロ野球球団が地元にやってきた仙台では非常に大きな盛り上
がりを見せているようです。結成当初から戦力不足が取りざた
されていましたが，やはりペナントレースでもパリーグ最下位
を独走中（5月26日現在）であります。
しかし，この球団には既存の他球団にはない魅力に満ちあふ

れていると思います。それはやはり，この球団が持っているフ
ロンティア精神ではないでしょうか。球団を0から立ち上げて
果敢にも他球団に挑んでいく姿は，たとえ勝てなくてもある種
の感動を私たちに与えていると思います。
将来的に“東北楽天ゴールデンイーグルス”がどのような球

団に成長していくのかは現時点ではわかりません。もしかした
ら，常勝球団の名をほしいままにするかもしれません。もし，
そうなったとしても，この球団にはフロンティア精神というも
のをいつまでも持ち続けてほしいと思いながらスポーツニュー
スを見ている今日この頃です。

（塩崎）

あ と が き

ご購読ご希望の方は，上記㈱工文社
までお問い合せ下さい。

京都駅を降りて御所方面へ上る大通りを行くと，京都タ

ワーの先にひときわ大きなお寺が目に入り「京都に来たな

ぁ」と実感する方も多いはず。このお寺－東本願寺では

2011年に宗祖親鸞750回忌を迎えるにあたって，現在大規

模な修復工事が行われています。寺社建築の修復作業とい

うと，年季のいった宮大工が屋根に登って瓦を一枚一

枚･･･というのを想像していましたが，時は平成。現場で

は鉄骨の素屋根が仮設され，安全装備の若い職人さんがク

レーン作業で瓦を下ろし，古い瓦は造園用にリサイクル。

そして現場の状況は，お寺のウェブサイトに掲載された工

事日記やライブカメラで日々配信。750年前の先人が見た

ら，さぞ驚くことでしょう。

さて，今月号は「桂離宮の保存・修理技術」と題し，京

都府文化保護指導委員の佐藤様よりご寄稿いただいており

ます。伝統木造建築を保存する技術をいかに維持・継承し

ていくかということの重要性を改めて感じました。(田口)
禁無断転載
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